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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期

会計期間

自　平成18年
　　２月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成19年
　　２月１日
至　平成19年
　　７月31日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成20年
　　７月31日

自　平成18年
　　２月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　２月１日
至　平成20年
　　１月31日

売上高 (千円) 16,230,79512,800,23012,918,59337,373,12928,094,317

経常損失 (千円) 1,266,3121,946,7691,318,4821,819,7883,487,780

中間(当期)純損失 (千円) 1,520,5492,378,9521,363,5011,404,8104,922,596

純資産額 (千円) 6,195,1633,351,6341,027,2935,757,6712,409,621

総資産額 (千円) 21,803,93013,756,83012,846,13917,555,50413,808,955

１株当たり純資産額 (円) 24.14 8.64 △6.30 25.07 1.66

１株当たり
中間(当期)純損失

(円) 10.52 16.26 7.96 9.79 31.10

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.6 24.3 7.9 32.7 17.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,166,053△3,539,364△2,391,269△2,679,349△3,738,379

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,602,11274,335 △87,1782,338,317△110,083

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 737,6661,332,8841,819,217△1,434,2082,827,864

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 2,209,5091,717,2322,169,5483,849,3762,828,778

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
822

〔389〕

660

〔203〕

615

〔155〕

779

〔403〕

632

〔182〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間（当期）

純損失であるため記載しておりません。

３　１株当たり純資産額については、期末(中間)純資産額から「期末(中間)発行済優先株式数×発行価額」及び

「その他の普通株主に帰属しない金額」を控除した金額を、期末(中間)発行済株式数(期末(中間)自己株式数

を除く)で除して算出しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期

会計期間　

自　平成18年
　　２月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成19年
　　２月１日
至　平成19年
　　７月31日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成20年
　　７月31日

自　平成18年
　　２月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　２月１日
至　平成20年
　　１月31日

売上高 (千円) 9,828,3368,246,1208,200,42121,105,25117,652,763

経常損失 (千円) 564,0041,216,313757,248 866,6482,603,126

中間(当期)純損失 (千円) 768,9773,194,058909,962 612,2955,573,943

資本金 (千円) 5,613,9405,613,9406,436,4275,613,9406,436,427

発行済株式総数 (株)

普通株式
147,500,000
Ａ種優先株式

100,000
Ｂ種優先株式

100,000

普通株式
147,500,000
Ａ種優先株式

100,000
Ｂ種優先株式

100,000

普通株式
174,034,771　
Ａ種優先株式

100,000
Ｂ種優先株式

100,000

普通株式
147,500,000
Ａ種優先株式

100,000
Ｂ種優先株式

100,000

普通株式
174,034,771　
Ａ種優先株式

100,000
Ｂ種優先株式

100,000

純資産額 (千円) 6,283,7333,260,9631,568,6866,479,9132,482,429

総資産額 (千円) 15,027,96311,116,77410,974,79315,359,51010,969,279

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.8 29.3 14.3 42.2 22.5

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
296

〔13〕

297

〔11〕

254　

〔14〕

296

〔12〕

283　

〔12〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純損失」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益」は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況（平成20年７月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

カジュアルウエア販売 484 〔56〕

スポーツ用品販売 131 〔99〕

合計 615〔155〕

(注) １　従業員数は、執行役員を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の〔外書〕は、当中間連結会計期間における臨時従業員の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況（平成20年７月31日現在）

従業員数(名) 254〔14〕

(注) １　従業員数は、執行役員を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の〔外書〕は、当中間会計期間における臨時従業員の平均雇用人員であります。

　

(3) 労働組合の状況

提出会社においては、UIゼンセン同盟小杉産業労働組合(組合員数149名)が組織されております。

また、連結子会社のうち株式会社ミナミにおいてはSSUAミナミ労働組合(組合員数101名：UIゼンセン同盟所属)が

組織されておりますが、両社とも労使関係は極めて安定しており特記すべき事項はありません。

なお、上記以外の連結子会社には労働組合はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とした米国景気減速や原材料高
騰の影響に伴う景気後退により厳しい情勢となりました。
アパレル業界におきましても天候不順やガソリン・食料品などの高騰により、当社の主要販売チャネ
ルである百貨店/スーパーの衣料品販売高（紳士/婦人/子供服合計）が、経済産業省発表の商品販売統計
（同期間２月～７月の６ヶ月累計）で前年同期間比95.4%とマーケットが縮小するなど、個人の消費マイ
ンドが低迷し、近年にない大変厳しい状況で推移いたしました。
このような厳しい環境の中、当社グループは足元の市況に柔軟に対応し得る事業ポートフォリオとす
るため、中期経営計画で計画していなかった不採算ブランド及び不採算店舗からの撤退を含め、グループ
全事業の選択と集中を加速いたしました。
これらの結果、当社グループにおける当中間連結会計期間の売上高は129億18百万円（前年同期比
100.9％）、営業損失12億81百万円（前中間連結会計期間は営業損失24億21百万円）、経常損失13億18百
万円（前中間連結会計期間は経常損失19億46百万円）、中間純損失13億63百万円（前中間連結会計期間
は中間純損失23億78百万円）となりました。
　

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

・カジュアルウェア販売

当セグメントは、当社、株式会社タガラ、株式会社ツー・アンド・ワン、株式会社エフ・ティ・シィ・
ジャパンの各社により構成され、各社は卸売もしくは直営店舗展開により、紳士・婦人・子供向けの外

着（アウターウェア）を主力商品として国内での販売活動を行っている分野であります。
当中間連結会計期間におきましては、売上高は107億53百万円（前年同期比100.5％）となり、廃止し
た不採算ブランドの減収影響を、主力であるゴールデンベア事業の強化によりカバーし、ほぼ前年同期
並みの売上水準を維持いたしました。
また、利益面につきましては、営業損失10億34百万円（前中間連結会計期間は営業損失20億76百万
円）となりましたが、前年同期比では、事業ポートフォリオの改善及び販売効率の改革（返品減少、在
庫削減）の効果が着実にあらわれており、損益が大幅に改善しております。
　

・スポーツ用品販売

当セグメントは、ウインタースポーツ用品を主力商品として、国内において直営店舗展開により事業
を行っている株式会社ミナミを対象としております。
当中間連結会計期間におきましては、売上高は21億68百万円（前年同期比103.3％）と伸張し、営業
損失も２億46百万円（前中間連結会計期間は営業損失３億46百万円）と改善しております。

　
(2) キャッシュ・フローの状況

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果減少した資金は、23億91百万円(前中間連結会計期間は35億39百万円の減少)となり
ました。これは主に税金等調整前中間純損失が13億52百万円、仕入債務の減少が11億14百万円あったこ
とによるものであります。
　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果減少した資金は、87百万円(前中間連結会計期間は74百万円の増加)となりました。こ
れは主に有形固定資産の取得によるものであります。
　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果増加した資金は、18億19百万円(前中間連結会計期間は13億32百万円の増加)となり
ました。これは主に当社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債発行により34億20百万円(社債発行
費用を除く)資金調達いたしましたが、親会社からの短期借入金を15億円返済したことによるものであ
ります。

　
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ６億
59百万円減少の21億69百万円となりました。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

仕入高　(千円) 前年同期比　(％)

カジュアルウエア販売 5,538,183 97.00

スポーツ用品販売 1,198,900 102.01

合計 6,737,083 97.86

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

販売高　(千円) 前年同期比　(％)

カジュアルウエア販売 10,750,819 100.45

スポーツ用品販売 2,167,774 103.36

合計 12,918,593 100.92

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、前連結会計年度に掲げた「中長期的な経営戦略」については、当中間連結会計期間において、次の
ように対処しております。

　

　中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成19年８月１日に、平成20年１月期を初年度とする３ヵ年の「中期経営計画」を策
定し、公表しております。
その戦略骨子は、当社自体の収益力強化を基本とする、以下の各項目であります。
・事業部門の選択と経営資源の集中 
・財務体質の更なる改善と強化
・顧客満足に至る商品開発力の強化
・生産・仕入・在庫・販売の各管理体制における更なる整備と強化
また、その実行施策としては、以下を掲げております。
・リストラクチャリングによる抜本的な企業体質の改善と主力事業の強化
・主力であるゴールデンベア事業の強化
・収益改善のための取組み
・新規事業の育成

　
当社が３ヵ年中期経営計画を発表してから、景気動向や個人の消費マインドなど当社を取り巻く環境
も大きく変化し、当社におきましてもその変化に対応するために、計画していなかった不採算ブランド及
び不採算店舗からの撤退を行うなど、事業ポートフォリオを変化させてまいりました。
当中間連結会計期間は、このような足元の市況に柔軟に対応し得る事業ポートフォリオとするため、中

期経営計画で計画していなかった不採算ブランド及び不採算店舗からの撤退を含め、グループ全事業の
選択と集中を加速いたしました。
現状、中期経営計画で発表した「経営指標の到達イメージ」を下回る見通しとなっておりますが、今後
更に、事業ポートフォリオの改善及び販売効率の改革を図り、経常損益ベースでの収支黒字化が視野に入
る今下半期を足がかりとして、中期経営計画の目標である『最終年度である平成22年１月期での一定規
模の経常利益の計上及び営業キャッシュ・フローの完全なる黒字化』の実現に向け、引き続き当社の再
生に取り組んでまいります。
　

　

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、連結会社以外の会社等との経営上の重要な契約等は行われておりません。
　

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

前連結会計年度末において、計画中または実施中の重要な設備の新設及び除却などはありません。また、

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設及び除却などはありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 309,800,000

Ａ種優先株式 100,000

Ｂ種優先株式 100,000

計 310,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年10月24日)
(注)１

上場金融商品取引所名
または

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 174,034,771174,034,771東京証券取引所(市場第二部) ―

Ａ種優先株式 100,000 100,000 ― (注)２

Ｂ種優先株式 100,000 100,000 ― (注)３

計 174,234,771174,234,771 ― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成20年10月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

２　Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 種類株式の名称 小杉産業株式会社Ａ種優先株式(以下「Ａ種優先株式」という。)

(2) 発行株式数 100,000株

(3) 発行価額 １株につき　　10,000円

(4) 発行価額の総額 1,000,000,000円

(5) 資本組入額 １株につき　　 5,000円

(6) 資本組入額の総額 500,000,000円

(7) 申込期日 平成17年５月31日(火曜日)

(8) 払込期日 平成17年５月31日(火曜日)

(9) 配当起算日 平成17年５月31日(火曜日)

(10) 優先配当金

(イ)当社は、利益配当金を支払うときは、毎決算期現在の株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株式を有

する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)またはＡ種優先株式の登録質権者(以下「Ａ種優先登録質権

者」という。)に対し、当該決算期現在の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)または普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、１営業

年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の利益配当金(以下「Ａ種優先配当金」という。)を

配当可能利益がある限り必ず支払う。
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(ロ)優先配当金の額

１株あたりのＡ種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額を支払う。計算の結果、Ａ種優

先配当金１株につき1,000円を超える場合は、1,000円とする。初年度における優先配当金は、配当起算日

から営業年度の最終日までの日数(初日及び最終日を含む。)で日割計算した額とする。優先配当金は、円

位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

　優先配当金＝10,000円×(日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月もの)＋1.0％)

「日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月もの)」は、平成17年４月１日または各営業年度の４月１日及び10月１日

(以下「優先配当算出基準日」という。)の２時点において、午前11時現在における日本円６ヶ月物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値

をいい、上記計算式においては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各営業年度について適用され

る。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円ＴＩＢＯＲが公表されない場合、同日ロンドン時間午前11時にスクリー

ン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物(360日ベー

ス))として英国銀行協会(ＢＢＡ)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本

円ＴＩＢＯＲに代えて用いるものとする。

日本円ＴＩＢＯＲまたはこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を

四捨五入する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、優先中間配当金は、支払わない。

(ニ)累積条項

ある営業年度において、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＡ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積する。

(ホ)非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて利益配当は行わない。

(11) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対し、普通株主または普通

登録質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき10,000円(但し、Ａ種優先株式について株式の併合または分

割その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、かかる事項が行なわれる直前の優先株式

の経済的価値を維持できる範囲で適切に調整された額とする。)及び累積未払配当金相当額を支払う。

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

(12) 償還請求権

Ａ種優先株主は、償還請求権を行使できない。

(13) 買受けまたは消却

当社は、いつでも法令に従ってＡ種優先株式を買受け、これを株主に配当すべき利益をもって、当該買受

価額により消却することができる。

(14) 議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(15) 株式の併合または分割

当社は、Ａ種優先株式について、株式の併合または分割を行なわない。当社は、Ａ種優先株主には、新株の

引受権、新株予約権または新株予約権付社債の引受権を与えない。

(16) 普通株式への転換請求権

(イ)転換を請求し得べき期間

Ａ種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成22年８月１日以降とする。

(ロ)転換の条件

Ａ種優先株主は、１株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、Ａ種優先株式を当社の普通株式

に転換することができる。

(a) 当初転換価額

当初転換価額は、１株につき329円とする。
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(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成23年８月１日以降、毎年８月１日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)にお

ける時価に修正される。但し、当該時価が当初転換価額の70％に相当する金額(以下「下限転換価額」

という。但し下記(c)の規定による調整を受ける。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額と

する。

また、当該時価が当初転換価額(以下「上限転換価額」という。但し下記(c)の規定による調整を受け

る。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。但し、各時価の

算定期間内に、下記(c)の規定による調整事由が生じた場合には、当該平均値は取締役会が適当と判断

する値に調整される。

(c) 転換価額の調整

①　当社は、Ａ種優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合ま

たは変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転

換価額を調整する。
　

既発行
普通株式数

＋
新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数
　

②　転換価額調整式により優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社の普通株式を新たに発行

または当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券もし

くは転換できる証券または当社の普通株式の発行もしくはこれに代えて当社の有する当社の普通

株式の移転(以下当社の普通株式の発行または移転を「交付」という。)を請求できる新株予約権

(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使による場合を除く。)、調整後の転換

価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これ

を適用する。

(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日

の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分を

もって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の

資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場

合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降これを適用する。

なお、上記但し書の場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益

の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法

により、当社の普通株式を新たに発行する。
　

 
株式数＝

(調整前転換価額－調整後転換価額)×
調整前転換価額をもって転換により
当該期間内に発行された株式数

調整後転換価額
　

この場合に、１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

(ⅲ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換で

きる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行

する場合、調整後の転換価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全

てが当初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌

日以降これを適用する。但し、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。
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③　当社は、上記②に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が

適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

(ⅰ)株式の併合、資本の減少、商法第373条に定められた新設分割、同法第374条ノ16に定められた吸収

分割、または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④(ⅰ)転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。

(ⅱ)転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、上記②(ⅱ)但し書の場合

には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その

計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ⅲ)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転

換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、または株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の

発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。

(ハ)転換により発行すべき普通株式数

優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。発行すべき普通株式数の算

出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
　

転換により発行すべき
普通株式数

＝
優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額

転換価額
　

(ニ)転換の請求により発行する株式の内容

当社普通株式

(ホ)転換請求受付場所

小杉産業株式会社　人事総務部総務グループ

(ヘ)転換効力の発生

転換の効力は、転換請求書及び優先株券が前述(ホ)に記載する転換請求受付場所に到達したときに発

生する。

(ト)転換後第１回目の配当

優先株式の転換請求権行使により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金

は、転換の請求が８月１日から翌年１月31日までになされたときには８月１日に、２月１日から７月31日

までになされたときは２月１日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(17) 優先順位

優先株式相互の優先配当金の支払順位は、Ｂ種優先株式がＡ種優先株式に優先する。優先株式相互間の残

余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

　

３　Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 種類株式の名称 小杉産業株式会社Ｂ種優先株式(以下「Ｂ種優先株式」という。)

(2) 発行株式数 100,000株

(3) 発行価額 １株につき　　10,000円

(4) 発行価額の総額 1,000,000,000円

(5) 資本組入額 １株につき　　 5,000円

(6) 資本組入額の総額500,000,000円

(7) 申込期日 平成17年５月31日(火曜日)

(8) 払込期日 平成17年５月31日(火曜日)

(9) 配当起算日 平成17年５月31日(火曜日)

(10) 優先配当金
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(イ)当社は、利益配当金を支払うときは、毎決算期現在の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を有

する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)またはＢ種優先株式の登録質権者(以下「Ｂ種優先登録質権

者」という。)に対し、当該決算期現在の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)または普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、１営業

年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の利益配当金(以下「Ｂ種優先配当金」という。)を

配当可能利益がある限り必ず支払う。

(ロ)優先配当金の額

１株あたりのＢ種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額を支払う。計算の結果、Ｂ種優

先配当金１株につき1,000円を超える場合は、1,000円とする。初年度における優先配当金は、配当起算日

から営業年度の最終日までの日数(初日及び最終日を含む。)で日割計算した額とする。優先配当金は、円

位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

　優先配当金＝10,000円×(日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月もの)＋1.5％)

「日本円ＴＩＢＯＲ(６ヶ月もの)」とは、平成17年４月１日または各営業年度の４月１日及び10月１

日(以下「優先配当算出基準日」という。)の２時点において、午前11時現在における日本円６ヶ月物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値

をいい、上記計算式においては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各営業年度について適用され

る。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円ＴＩＢＯＲが公表されない場合、同日ロンドン時間午前11時にスクリー

ン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物(360日ベー

ス))として英国銀行協会(ＢＢＡ)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本

円ＴＩＢＯＲに代えて用いるものとする。

日本円ＴＩＢＯＲまたはこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を

四捨五入する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、優先中間配当金は、支払わない。

(ニ)累積条項

ある営業年度において、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＢ

種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積する。

(ホ)非参加条項

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて利益配当は行わない。

(11) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者に対し、普通株主または普通

登録質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき10,000円(但し、Ｂ種優先株式について株式の併合または分

割その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、かかる事項が行なわれる直前の優先株式

の経済的価値を維持できる範囲で適切に調整された額とする。)及び累積未払配当金相当額を支払う。

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

(12) 償還請求権

Ｂ種優先株主は、償還請求権を行使できない。

(13) 買受けまたは消却

当社は、いつでも法令に従ってＢ種優先株式を買受け、これを株主に配当すべき利益をもって、当該買受

価額により消却することができる。

(14) 議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(15) 株式の併合または分割

当社は、Ｂ種優先株式について、株式の併合または分割を行なわない。当社は、Ｂ種優先株主には、新株の

引受権、新株予約権または新株予約権付社債の引受権を与えない。
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(16) 普通株式への転換請求権

(イ)転換を請求し得べき期間

Ｂ種優先株式の転換を請求し得べき期間は、平成24年８月１日以降とする。

(ロ)転換の条件

Ｂ種優先株主は、１株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、Ｂ種優先株式を当社の普通株式

に転換することができる。

(a) 当初転換価額

当初転換価額は、１株につき329円とする。

(b) 転換価額の修正

転換価額は、平成25年８月１日以降、毎年８月１日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)にお

ける時価に修正される。但し、当該時価が当初転換価額の70％に相当する金額(以下「下限転換価額」

という。但し下記(c)の規定による調整を受ける。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額と

する。また、当該時価が当初転換価額(以下「上限転換価額」という。但し下記(c)の規定による調整を

受ける。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除

く。)とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。但し、各時価の

算定期間内に、下記(c)の規定による調整事由が生じた場合には、当該平均値は取締役会が適当と判断

する値に調整される。

(c)転換価額の調整

①　当社は、Ｂ種優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合ま

たは変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転

換価額を調整する。

　

既発行
普通株式数

＋
新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

　
②　転換価額調整式により優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社の普通株式を新たに発行

または当社の有する当社の普通株式を処分する場合(但し、当社の普通株式に転換される証券もし

くは転換できる証券または当社の普通株式の発行もしくはこれに代えて当社の有する当社の普通

株式の移転(以下当社の普通株式の発行または移転を「交付」という。)を請求できる新株予約権

(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使による場合を除く。)、調整後の転換

価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これ

を適用する。

(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日

の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分を

もって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の

資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場

合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の

翌日以降これを適用する。

なお、上記但し書の場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益

の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法

により、当社の普通株式を新たに発行する。

　

株式数＝

(調整前転換価額－調整後転換価額)×
調整前転換価額をもって転換により
当該期間内に発行された株式数

調整後転換価額

　
この場合に、１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
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(ⅲ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換で

きる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行

する場合、調整後の転換価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全

てが当初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整

式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌

日以降これを適用する。但し、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。

③　当社は、上記②に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が

適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

(ⅰ)株式の併合、資本の減少、商法第373条に定められた新設分割、同法第374条ノ16に定められた吸収

分割、または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

④(ⅰ)転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。

(ⅱ)転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、上記②(ⅱ)但し書の場合

には株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その

計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ⅲ)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転

換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、または株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の

発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。

(ハ)転換により発行すべき普通株式数

優先株式の転換により発行すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。発行すべき普通株式数の算

出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
　

転換により発行すべき
普通株式数

＝
優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額

転換価額
　

(ニ)転換の請求により発行する株式の内容

当社普通株式

(ホ)転換請求受付場所

小杉産業株式会社　本社総務部

(ヘ)転換効力の発生

転換の効力は、転換請求書及び優先株券が前述(ホ)に記載する転換請求受付場所に到達したときに発

生する。

(ト)転換後第１回目の配当

優先株式の転換請求権行使により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金

は、転換の請求が８月１日から翌年１月31日までになされたときには８月１日に、２月１日から７月31日

までになされたときは２月１日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。

(17) 優先順位

優先株式相互の優先配当金の支払順位は、Ｂ種優先株式がＡ種優先株式に優先する。優先株式相互間の残

余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条の20及び旧商法第280条の21の規定に基づく特別決議による新株予約権（ストックオプション

　　）の状況

(平成17年７月26日　臨時株主総会決議)

(平成17年８月１日　取締役会決議)

中間連結会計期間末現在
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 2,714 個 (注)１ 2,706 個 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 2,714,000 株 2,706,000 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり318円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から平成24
年７月31日までとする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

当社普通株式１株
当たりの発行価格

318 円

当社普通株式１株
当たりの資本組入額

159 円

ただし、資本組入額は上記発
行価格に0.5を乗じた金額と
し、計算の結果生じる１円未
満の端数については、これを
切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社もしくは当社子会社の
取締役、監査役、従業員及び
顧問のいずれかの地位にあ
ることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年に
よる退職、会社都合による
退職その他これに準ずる正
当な事由のある場合にはこ
の限りではない。

②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合、相続人
は行使することができな
い。

③新株予約権の割当を受けた
者は、割り当てられた新株
予約権個数の全部または一
部につき行使することがで
きる。ただし、一部を行使す
る場合には、割り当てられ
た新株予約権の整数倍の単
位で行使するものとする。

④その他の条件については、
当社と新株予約権の割当を
受ける者との間で締結する
新株予約権割当契約に定め
るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認を要
するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―
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(平成17年７月26日　臨時株主総会決議)

(平成18年４月27日　取締役会決議)

中間連結会計期間末現在
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 301 個 (注)１ 301 個 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 301,000 株 301,000 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり194円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年８月１日から平成24
年７月31日までとする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

当社普通株式１株
当たりの発行価格

194 円

当社普通株式１株
当たりの資本組入額

97 円

ただし、資本組入額は上記発
行価格に0.5を乗じた金額と
し、計算の結果生じる１円未
満の端数については、これを
切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社もしくは当社子会社の
取締役、監査役、従業員及び
顧問のいずれかの地位にあ
ることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年に
よる退職、会社都合による
退職その他これに準ずる正
当な事由のある場合にはこ
の限りではない。

②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合、相続人
は行使することができな
い。

③新株予約権の割当を受けた
者は、割り当てられた新株
予約権個数の全部または一
部につき行使することがで
きる。ただし、一部を行使す
る場合には、割り当てられ
た新株予約権の整数倍の単
位で行使するものとする。

④その他の条件については、
当社と新株予約権の割当を
受ける者との間で締結する
新株予約権割当契約に定め
るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認を要
するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―
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(平成18年４月27日　定時株主総会決議)

(平成18年４月27日　取締役会決議)

中間連結会計期間末現在
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 1,600 個 (注)１ 1,600 個 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,600,000 株 1,600,000 株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり194円(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年５月１日から平成25
年４月30日までとする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

当社普通株式１株
当たりの発行価格

194 円

当社普通株式１株
当たりの資本組入額

97 円

ただし、資本組入額は上記発
行価格に0.5を乗じた金額と
し、計算の結果生じる１円未
満の端数については、これを
切り上げるものとする。

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において、
当社もしくは当社子会社の
取締役、監査役、従業員及び
顧問のいずれかの地位にあ
ることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年に
よる退職、会社都合による
退職その他これに準ずる正
当な事由のある場合にはこ
の限りではない。

②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合、相続人
は行使することができな
い。

③新株予約権の割当を受けた
者は、割り当てられた新株
予約権個数の全部または一
部につき行使することがで
きる。ただし、一部を行使す
る場合には、割り当てられ
た新株予約権の整数倍の単
位で行使するものとする。

④その他の条件については、
当社と新株予約権の割当を
受ける者との間で締結する
新株予約権割当契約に定め
るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認を要
するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―
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(注) １　新株予約権の目的たる株式の数の調整

当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使

されていないものについて、次の算式によりその目的たる株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数

は切り捨てる。

　　調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

また、当社が消滅会社となる合併または当社が分割会社となるような会社分割を行う場合等、目的たる株式数

の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとする。

(注) ２　行使価額の調整

時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式を処分する場合(新株予約権証券の行使による場合を除

く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使金額＝調整前行使金額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払

込金額」を「１株当たりの処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使金額＝調整前行使金額×
１

分割または併合の比率

また、当社が消滅会社となる合併または当社が分割会社となる会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
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②　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

(平成20年２月８日　取締役会決議)　(平成20年２月25日　発行日)

中間連結会計期間末現在 
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 43 個 43 個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 49,855,072 株 (注)１49,855,072 株 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 69 円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年２月26日から平成23
年１月31までとする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　　　 69 円
資本組入額　　　　　 35 円

同左

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は
できないこととする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本社債または本新株予約権の
うち一方のみを譲渡すること
はできないこととする。

同左

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して
する出資の目的は、当該本新
株予約権に係る本社債とし、
当該本社債の価額はその払込
金額と同額とする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

新株予約権付社債の残高 3,440,000 千円 3,440,000 千円

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債の残高を事業年度末現在及び提出日の前月末現在の

発行価格で除して得られる整数をそれぞれ表示しております。

２　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその

払込金額と同額とする。

３　転換価額

本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株あたりの額（以下「転換価額」という。）は、当初69円とす

る。なお、転換価額は、本欄第４項により調整されることがある。

４　転換価額の調整

(1）当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「転換価額調整

式」という。）をもって転換価額を調整する。

既発行
普通株式数

＋
交付普通株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

(2）転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に

定めるところによる。

① 本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、当社

の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。）

その他の証券若しくは権利の請求または行使による場合を除く。）

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは当該払込期間最終日とす

る。以下同じ。）の翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普通株主」という。）に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
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② 株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てに

ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式

の無償割当てについて当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主

（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、こ

れを適用する。

③ 本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得

請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）または、本新株予約

権付社債の発行後、時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券

若しくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付株式または新株予約権その他の証

券または権利の全てが当初の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転

換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日、また無償割当ての場

合は効力発生日の翌日）以降、これを適用する。但し、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合はその翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式若しくは

取得条項付株式又は新株予約権その他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合は、調整

後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式若しくは取得条項付株式または

新株予約権その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通

株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の

翌日以降、これを適用する。

また、転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に

始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のな

い日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切捨て

る。

　
(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年７月31日 ― 174,234 ― 6,436,427 ― 2,891,776
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(5) 【大株主の状況】

①　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年７月31日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

レゾン投資事業有限責任組合 東京都千代田区麹町２－12 84,209 48.39

コメルツバンク(サウス 
イーストアジア)リミテッド
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行)

８ SHENTON WAY,HEX 36-01 TEMASEK 
TOWER SINGAPORE 068811
(東京都中央区日本橋兜町６―７)

4,307 2.47

トランスデジタル株式会社
東京都千代田区永田町２－４－３
永田町ビル５階

2,000 1.15

小杉興産株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１－３－７ 1,471 0.85

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１―１―５ 1,360 0.78

ニッキー株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－４－７ 1,250 0.72

シービーエスジー　バンク　　ジュ
リアス　ベア　シンガポール　ブラ
ンチ
(常任代理人　シティバンク銀行
株式会社)

BAHNHOFSTARSSE 36,P.O.BOX CH-8010
ZURICH SWITZERLAND
(東京都品川区東品川２-３-14)

1,250 0.72

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１―２―10 1,208 0.69

小杉　佐太郎 東京都品川区 1,009 0.58

西村　俊一 静岡県掛川市 800 0.46

計 ― 98,865 56.81

(注)　所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

　

②　Ａ種優先株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年７月31日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１―５ 100 100.00

計 ― 100 100.00

　

③　Ｂ種優先株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年７月31日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１―５ 100 100.00

計 ― 100 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年７月31日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 200,000 ― ―

Ａ種優先株式 100,000 ―
「１　株式等の状況」の「(1) 株
式の総数等」の「②　発行済株
式」の注記参照

Ｂ種優先株式 100,000 ―
「１　株式等の状況」の「(1) 株
式の総数等」の「②　発行済株
式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式   55,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

173,795,000
173,795 ―

単元未満株式
普通株式

184,771
― ―

発行済株式総数 174,234,771― ―

総株主の議決権 ― 173,795 ―

(注) １　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式646株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が11,000株(議決権の数11個)含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年７月31日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
小杉産業株式

東京都中央区築地
６―19―20

55,000 ― 55,000 0.03

計 ― 55,000 ― 55,000 0.03

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 41 31 30 32 27 24

最低(円) 23 24 25 26 22 19

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(千株)

就任年月日

監査役 ― 仁　科　健　治
昭和45年
１月18日生

平成４年４月 学校法人大原学園 

社会人課程講師(簿記・税理士)

(注)１ ─
平成20年
９月１日

平成７年８月 松村公認会計士事務所入所

平成14年７月 東陽税理士法人パートナー就任

平成17年３月 仁科会計事務所パートナー(現)

平成19年４月 当社　監査役

(注) １　就任の時から平成21年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２　仁科健治氏は、会社法第２条16号に定める社外監査役であります。

　

(2) 退任役員

役職 職名 氏名 退任年月日

監査役 ― 鈴　木 　啓　介 平成20年８月31日
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

　（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

　第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　　なお、前中間連結会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

　に基づき、当中間連結会計期間（平成20年２月１日から平成20年７月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表等

　規則に基づいて作成しております。

　

　（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

　号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　　なお、前中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）は、改正前の中間財務諸表規則に基づ

　き、当中間会計期間（平成20年２月１日から平成20年７月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

　作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成19年２月１日から平成19年７

月31日まで)及び前中間会計期間(平成19年２月１日から平成19年７月31日まで)、また当中間連結会計期間(平成20年２

月１日から平成20年７月31日まで)及び当中間会計期間(平成20年２月１日から平成20年７月31日まで)のそれぞれ中間

連結財務諸表並びに中間財務諸表について、ＫＤＡ監査法人により中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

前中間連結会計期間末

(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※１ 1,717,232 2,169,548 2,828,778

　２　受取手形及び売掛金 ※１ 2,607,596 3,514,413 3,006,638

　３　たな卸資産 ※１ 3,751,418 2,151,669 2,746,165

　４　その他 502,288 518,970 671,365

　５　貸倒引当金 △10,061 △6,573 △35,993

　　流動資産合計 8,568,47462.3 8,348,02765.0 9,216,95366.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物及び構築物 1,219,347 1,166,500 1,139,267

　　　　減価償却累計額 △1,042,649176,697 △1,012,692153,808 △1,014,631124,636

　　(2) 機械装置及び
　　　　運搬具

44,307 748 748

　　　　減価償却累計額 △41,706 2,601 △450 297 △426 321

　　(3) 器具及び備品 1,159,606 1,028,296 1,047,141

　　　　減価償却累計額 △1,006,259153,347 △870,737157,558 △917,251129,889

　　(4) 土地 32,294 19,520 19,520

　　(5) 建設仮勘定 ― 24,074 8,411

　　　有形固定資産合計 364,940 355,259 282,779

　２　無形固定資産

　　(1) のれん 152,330 ― ―

　　(2) その他 42,763 44,647 31,713

　　　無形固定資産合計 195,094 44,647 31,713

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※１ 686,910 603,984 572,410

　　(2) 関係会社株式 ※１ 1,971,567 1,622,115 1,759,375

　　(3) 長期貸付金 6,717 31,144 5,043

　　(4) 敷金保証金 2,098,597 1,894,476 2,009,821

　　(5) その他 166,767 211,432 227,904

　　(6) 貸倒引当金 △302,239 △264,949 △297,046

　　　投資その他の
　　　資産合計

4,628,320 4,098,204 4,277,509

　　固定資産合計 5,188,35637.7 4,498,11135.0 4,592,00233.2

　　資産合計 13,756,830100.0 12,846,139100.0 13,808,955100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※１ 4,103,845 4,366,730 5,506,360

　２　短期借入金
※１
※３

1,720,000 130,000 1,640,000

　３　一年内返済
　　　長期借入金

※１ 165,797 ― 72,000

　４　未払消費税等 63,604 97,409 131,145

　５　未払法人税等 22,253 28,197 26,381

　６　繰延税金負債 380,707 380,707 380,707

　７　未払費用 ※１ 532,382 482,718 477,378

　８　返品調整引当金 806,460 711,220 776,457

　９　賞与引当金 75,156 22,720 32,720

　10　ポイント引当金 131,186 97,826 105,497

　11　係争損失引当金 3,000 3,000 3,000

　12　廃止ブランド

　　　損失引当金
― 7,252 73,807

　13　その他 427,973 326,951 347,898

　　流動負債合計 8,432,36761.3 6,654,73351.8 9,573,35369.4

Ⅱ　固定負債

　１　転換社債型

　　　新株予約権付社債
※３ ― 3,440,000 ―

　２　長期借入金 ※１ 47,650 47,650 47,650

　３　長期未払金 139,541 84,573 128,978

　４　退職給付引当金 1,182,467 1,176,768 1,170,999

　５　繰延税金負債 44,432 27,212 16,704

　６　負ののれん 434,460 304,122 369,291

　７　その他 124,276 83,785 92,357

　　固定負債合計 1,972,82814.3 5,164,11240.2 1,825,98013.2

　　負債合計 10,405,19575.6 11,818,84692.0 11,399,33482.6
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前中間連結会計期間末

(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 5,613,94040.8 6,436,42750.1 6,436,42746.6

　２　資本剰余金 2,093,09715.2 2,891,77622.5 2,891,77620.9

　３　利益剰余金 △4,415,673△32.1 △8,322,819△64.8 △6,959,318△50.4

　４　自己株式 △8,266△0.0 △8,638△0.1 △8,507△0.1

　　株主資本合計 3,283,09723.9 996,7467.7 2,360,37817.0

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

60,3260.4 34,9720.3 19,9120.2

　２　為替換算調整勘定 ― ― △14,179△0.1 ― ―

　　評価・換算差額等合計 60,3260.4 20,7930.2 19,9120.2

Ⅲ　新株予約権 ― ― ― ― 18,8000.1

Ⅳ　少数株主持分 8,2110.1 9,7540.1 10,5300.1

　　純資産合計 3,351,63424.4 1,027,2938.0 2,409,62117.4

　　負債純資産合計 13,756,830100.0 12,846,139100.0 13,808,955100.0
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② 【中間連結損益計算書】

前中間連結会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 12,800,230100.0 12,918,593100.0 28,094,317100.0

Ⅱ　売上原価 8,060,56363.0 7,639,45759.1 17,951,87663.9

　　売上総利益 4,739,66737.0 5,279,13640.9 10,142,44136.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 7,161,33655.9 6,560,76250.8 14,138,35850.3

　　営業損失 2,421,668△18.9 1,281,626△9.9 3,995,917△14.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息及び配当金 16,024 6,172 22,294

　２　受取地代家賃 109,608 109,608 217,638

　３　受取検査手数料 2 ― 2

　４　負ののれん償却額 65,169 65,169 130,338

　５　匿名組合分配金 542,991 ― 542,991

　６　その他 45,148778,9436.1 88,370269,3192.1 125,4281,038,6933.7

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 49,160 59,073 164,306

　２　不動産賃借料 108,000 108,000 213,466

　３　持分法による

　　　投資損失
45,436 99,026 ―

　４　その他 101,447304,0432.4 40,076306,1762.4 152,782530,5551.9

　　経常損失 1,946,769△15.2 1,318,482△10.2 3,487,780△12.4

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※２ 1,746 ― 1,746

　２　貸倒引当金戻入額 3,021 17,178 ―

　３　廃止ブランド損失
　　　引当金戻入額

― 19,448 ―

　４　その他 15,25520,0230.2 298 36,9250.3 17,05018,7960.1

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※３ 1,679 8,751 12,013

　２　投資有価証券評価損 ※４ 2,890 6,987 47,719

　３　店舗等移転撤退費用 ※５ 65,597 8,716 65,262

　４　返品調整引当金 
　　　繰入額

342,185 ― 342,185

　５　持分法による

　　　投資損失
― ― 292,671

　６　減損損失 ※６ ― ― 154,349

　７　廃止ブランド商品

　　　処分損
※７ ― 26,960 239,840

　８　その他 7,661420,0133.3 19,39770,8120.5 246,3431,400,3875.0

　　税金等調整前中間
　　(当期)純損失

2,346,759△18.3 1,352,370△10.4 4,869,370△17.3

　　法人税、住民税
　　及び事業税

9,469 11,908 28,183

　　法人税等調整額 24,75034,2200.3 ― 11,9080.1 24,75052,9340.2

　　少数株主利益(△損失) △2,027△0.0 △776△0.0 292 0.0

　　中間(当期)純損失 2,378,952△18.6 1,363,501△10.5 4,922,596△17.5
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日残高(千円) 5,613,9402,093,097△2,036,721 △8,004 5,662,311

中間連結会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― △2,378,952 ― △2,378,952

　自己株式の取得 ― ― ― △261 △261

　株主資本以外の項目の中間
　連結会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

― ― △2,378,952 △261 △2,379,213

平成19年７月31日残高(千円) 5,613,9402,093,097△4,415,673 △8,266 3,283,097

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年１月31日残高(千円) 85,121 85,121 10,238 5,757,671

中間連結会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― ― △2,378,952

　自己株式の取得 ― ― ― △261

　株主資本以外の項目の中間
　連結会計期間中の変動額(純額)

△24,795 △24,795 △2,027 △26,823

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△24,795 △24,795 △2,027 △2,406,036

平成19年７月31日残高(千円) 60,326 60,326 8,211 3,351,634
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当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年１月31日残高(千円) 6,436,4272,891,776△6,959,318 △8,507 2,360,378

中間連結会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― △1,363,501 ― △1,363,501

　自己株式の取得 ― ― ― △130 △130

　株主資本以外の項目の中間
　連結会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

― ― △1,363,501 △130 △1,363,632

平成20年７月31日残高(千円) 6,436,4272,891,776△8,322,819 △8,638 996,746

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計

平成20年１月31日残高(千円) 19,912 ― 19,912 18,800 10,5302,409,621

中間連結会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― ― ― ― △1,363,501

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △130

　株主資本以外の項目の中間
　連結会計期間中の変動額(純額)

15,060 △14,179 881 △18,800 △776 △18,695

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

15,060 △14,179 881 △18,800 △776 △1,382,327

平成20年７月31日残高(千円) 34,972 △14,179 20,793 ― 9,754 1,027,293
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前連結会計年度(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日残高(千円) 5,613,9402,093,097△2,036,721 △8,004 5,662,311

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 822,487 798,678 ― ― 1,621,166

　当期純損失 ― ― △4,922,596 ― △4,922,596

　自己株式の取得 ― ― ― △503 △503

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

822,487 798,678△4,922,596 △503 △3,301,933

平成20年１月31日残高(千円) 6,436,4272,891,776△6,959,318 △8,507 2,360,378

　

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年１月31日残高(千円) 85,121 85,121 ― 10,238 5,757,671

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 ― ― ― ― 1,621,166

　当期純損失 ― ― ― ― △4,922,596

　自己株式の取得 ― ― ― ― △503

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額(純額)

△65,209 △65,209 18,800 292 △46,117

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△65,209 △65,209 18,800 292 △3,348,050

平成20年１月31日残高(千円) 19,912 19,912 18,800 10,530 2,409,621
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

前中間連結会計期間

(自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日)

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前中間(当期)純損失 △2,346,759 △1,352,370 △4,869,370

　２　減価償却費 54,490 54,350 136,782

　３　のれん償却額 20,744 ― 146,983

　４　負ののれん償却額 △65,169 △65,169 △130,338

　５　貸倒引当金の増減額　(減△) 255 △61,516 20,994

　６　賞与引当金の増減額　(減△) 28,187 △10,000 △14,249

　７　退職給付引当金の増減額　(減△) 8,269 5,769 △3,199

　８　返品調整引当金の増減額　(減△) 252,479 △65,237 222,476

　９　ポイント引当金の増減額　(減△) △16,982 △7,670 △42,670

　10　廃止ブランド損失引当金の

　　　増減額（減△）
― △66,555 73,807

　11　受取利息及び配当金 △16,024 △6,172 △22,294

　12　支払利息及び社債利息 49,160 59,073 164,306

　13　持分法による投資損失 45,436 99,026 257,628

　14　投資有価証券評価損 2,890 6,987 47,719

　15　固定資産売却損益　(益△) △1,746 ― 3,483

　16　固定資産除却損 1,679 8,751 12,013

　17　売上債権の増減額　(増△) 859,013 △507,775 435,799

　18　たな卸資産の増減額　(増△) 453,536 594,496 1,450,507

　19　仕入債務の増減額　(減△) △2,132,378 △1,114,488 △723,907

　20　その他 △710,359 83,941 △755,161

小計 △3,513,278 △2,344,557 △3,588,688

　21　利息及び配当金の受取額 40,063 30,221 46,154

　22　利息の支払額 △49,392 △59,073 △164,537

　23　法人税等の支払額 △16,757 △17,859 △31,307

　営業活動によるキャッシュ・フロー △3,539,364 △2,391,269 △3,738,379
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前中間連結会計期間

(自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日)

前連結会計年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △108,154 △155,456 △320,468

　２　有形固定資産の売却による収入 40,476 ― 105,147

　３　無形固定資産の取得による支出 △19,840 △16,805 △29,027

　４　投資有価証券の取得による支出 △3,467 △3,106 △7,074

　５　貸付けによる支出 △6,320 △8,520 △37,347

　６　貸付金の回収による収入 5,469 5,291 10,439

　７　敷金保証金の払込による支出 △14,989 △41,366 △34,203

　８　敷金保証金の払戻による収入 185,753 155,493 291,300

　９　その他 △4,593 △22,707 △88,848

　　投資活動によるキャッシュ・フロー 74,335 △87,178 △110,083

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純増減額　(減△) 1,450,000 △10,000 △87,000

　２　親会社短期借入金の増減額 ― △1,500,000 1,500,000

　３　長期借入金の返済による支出 △116,854 △72,000 △210,651

　４　新株予約権の買戻しによる支出 ― △18,800 ―

　５　社債の発行による収入 ― 3,420,148 ―

　６　普通株式の発行による収入 ― ― 1,619,966

　７　自己株式の取得による支出 △261 △130 5,549

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,332,884 1,819,217 2,827,864

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △2,132,144 △659,229 △1,020,598

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,849,376 2,828,778 3,849,376

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 1,717,232 2,169,548 2,828,778
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継続企業の前提に関する注記

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　当社グループは、前連結会計年度(平

成19年１月期)におきましては、新規

子会社の売上高が加わったことによ

り連結売上高は大幅増収にはなりま

したが、暖冬による商況の冷え込み等

の影響も受け営業損失及び経常損失

となり、また特別損失として減損損失

等を計上した結果、当期純損失となり

ました。

　当中間連結会計期間につきまして

は、当社において販売の早期展開等を

考慮し、より返品の実態を反映した返

品損失額を計上することを目的とし

て、返品調整引当金の計上基準を変更

したほか、商品評価基準の見直しによ

り営業損失及び経常損失が増加し、更

に返品調整引当金の変更に伴う期首

における影響額(342百万円)を特別損

失に計上したことにより多額の中間

純損失となりました。

　またキャッシュ・フローにおいて

も、営業キャッシュ・フローの状況

は、平成13年１月期以降マイナスの状

況が続いております。これにより、当

社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

　当社は、この状況を解消する前提と

なる経営再建策としての「中期経営

計画」(当連結会計年度を初年度とす

る向う３ヵ年)を平成19年８月１日に

発表いたしました。　

　本計画は、当社自体の収益力強化を

基本として

①事業部門の選択と経営資源の集中

②財務体質のさらなる改善と強化

③顧客満足に至る商品開発力の強化

④生産・仕入管理、在庫管理、販売

　管理の更なる体制の整備・強化

が、その戦略骨子であります。

　また、その実行施策としては、

①リストラクチュアリングによる

　抜本的な企業体質改善・主力事業

　の強化

②主力であるゴールデンベア事業の

　強化

③収益改善のための取り組み

④新規事業の育成

を掲げております。

　当社グループは、前連結会計年度に

おきましては、返品調整引当金の計上

基準を変更したほか、個人消費の冷え

込み等の影響もあり、営業損失及び経

常損失となり、更に返品調整引当金の

基準変更に伴う期首における影響額

を特別損失に計上したことにより、多

額の当期純損失となりました。

　当中間連結会計期間につきまして

は、売上高は廃止した不採算ブランド

の減収影響を、主力であるゴールデン

ベア事業の強化によりカバーし、前年

同期比では、ほぼ前年同期並みの売上

水準を維持いたしましたが、衣料品

マーケットの縮小という厳しい環境

の中、前連結会計年度に引き続き営業

損失及び中間純損失となりました。

　また、キャッシュ・フローの状況に

つきましては、本年２月に第三者割当

による転換社債型新株予約権付社債

34億40百万円を発行し、財務内容の改

善を図っております。しかし、営業

キャッシュ・フローは、中間純損失の

減少や在庫の削減等により前年同期

より11億48百万円改善いたしました

が、平成13年1月期以降マイナスの状

況が続いております。これにより、当

社グループには継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

　当社が平成20年１月期を１年目とす

る新規３ヵ年中期経営計画を発表し

た平成19年８月１日からは、景気動向

や個人の消費マインドなど当社を取

り巻く環境も大きく変化し、当社にお

きましてもその変化に対応するため

に、中期経営計画で計画していなかっ

た不採算ブランド及び不採算店舗か

らの撤退を行うなど、事業ポートフォ

リオを変化させてまいりました。その

結果、中期経営計画で発表した「経営

指標の到達イメージ」を策定した前

提条件とは現在の当社の事業構造も

大きく変化しております。

　当社グループは、前連結会計年度に

おきましては、新規子会社の売上高が

加わったことにより連結売上高は大

幅増収にはなりましたが、暖冬による

商況の冷え込み等の影響も受け営業

損失及び経常損失となり、また特別損

失として減損損失等を計上した結果、

当期純損失となりました。

　当連結会計年度につきましては、当

社において販売の早期展開等を考慮

し、より返品の実態を反映した返品損

失額を計上することを目的として、返

品調整引当金の計上基準を変更した

ほか、個人消費の冷え込み等の影響も

あり営業損失及び経常損失が増加し、

更に返品調整引当金の基準変更に伴

う期首における影響額(342百万円)を

特別損失に計上したことにより、多額

の当期純損失となりました。

　またキャッシュ・フローにおいて

も、営業キャッシュ・フローの状況

は、平成13年１月期以降マイナスが続

いており、以上の理由から当社グルー

プには継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

　当社は、この状況を解消するため、そ

の前提となる経営再建策として「中

期経営計画」(当連結会計年度を初年

度とする向う３ヵ年)を平成19年８月

１日に発表いたしました。

　この計画は、当社自体の収益力強化

を基本としており、その戦略骨子は以

下であります。

・事業部門の選択と経営資源の集中

・財務体質の更なる改善と強化

・顧客満足に至る商品開発力の強化

・生産、仕入、在庫、販売の各管理

　体制の更なる整備と強化

　また、その実行施策は、以下を掲げて

おります。

・リストラクチュアリングによる抜

　本的な企業体質の改善と主力事業

　の強化

・主力のゴールデンベア事業の強化

・収益改善のための取組み

・新規事業の育成
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　特に本計画の初年度である当連結会

計年度においては、利益体質への転換

の足がかりとしております。

具体的には、

・商品在庫評価基準の厳格化

(既に当中間連結会計期間末に評価

減の増加分を計上)

・不採算のブランド及び事業からの

撤退

・グループ企業の整理及び再構築

を順次実行してまいります。

一方、収益性向上の強化策は、

・主力のゴールデンベア事業の強化

推進

・原価率低減と建値での消化率向上

を主体とする収益改善

・リキエルオムなど高付加価値ブラ

ンドを中心とする新規事業の育成

を今後推進してまいります。

　当計画の最終期となる平成22年１月

期においては、連結・単体ともに経常

利益及び営業キャッシュ・フローの

完全黒字化の実現を目指すこととし

ております。

　なお、上記の各施策の遂行に当たり、

自己資本の充実と当面の運転資本の

確保のために、平成19年８月17日付で

第三者割当増資(15億円)と新株予約

権(最大行使額20億円)を発行いたし

ました。

　一方、事業運営面におきましては、当

社グループ全体として業務改革をよ

り推進することでビジネスモデルの

革新と、仕入体制の強化を図ると共

に、グループ間のシナジー効果をより

現実のものとしていくなかで、営業利

益の改善を推進してまいります。

　これらの結果、当社グループといた

しましては上記の諸施策を有機的に

実施することにより、当該状況を解消

する予定であります。

　なお、中間連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、上記の

ような重要な疑義の影響を中間連結

財務諸表には反映しておりません。

　また、グループ全事業の選択と集中

を加速した結果、損失が発生いたしま

したが、前年同期比では、事業ポート

フォリオの改善及び販売効率の改革

(返品減少、在庫削減)の効果が着実に

あらわれており、損益が大幅に改善し

ております。

　３ヵ年中期経営計画最終年度となる

平成22年１月期につきましては、売上

高は、単体では主力であるゴールデン

ベア事業の新規出店効果及び平成20

年秋冬シーズンより展開する新ブラ

ンド(Jantzen Luxe Naturals)の売上

寄与により増収となる見込みである

ものの、連結では連結子会社における

不採算事業の縮小等の影響により減

収となる見込みであります。ゴールデ

ンベア事業の新規出店につきまして

は、中期経営計画において『３ヵ年計

画終了の平成22年１月期までにメン

ズ・レディス各30店舗程度の新規展

開を目指す。』としていましたが、現

在までにメンズ62店舗、レディス61店

舗を新規出店するなど計画対比新規

出店が大きく進んでおります。

　一方、利益面につきましては、平成21

年１月期までに実行する不採算ブラ

ンド廃止に伴う損益改善約500百万

円、及び中期経営計画に基づいて推進

してまいりました販売効率改革の効

果（返品減少、在庫削減）に伴う利益

率の改善、経費削減効果により、３ヵ

年計画終了の平成22年１月期には黒

字化を達成する見込みであります。

　これらの結果、当社グループといた

しましては、中期経営計画で発表した

平成21年１月期の「経営指標の到達

イメージ」は下回る見通しとなって

おりますが、経常損益ベースでの収支

黒字化が視野に入る今下半期を足が

かりとして、中期経営計画の目標であ

る『最終年度である平成22年１月期

での一定規模の経常利益の計上及び

営業キャッシュ・フローの完全なる

黒字化』の実現に向け、引き続き当社

の再生に取り組み、当該状況を解消す

る予定であります。

　なお、中間連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、上記の

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表には反映しておりません。

　特にこの計画の初年度である当連結

会計年度においては、利益体質への転

換の足掛りの時として、以下の具体的

な事項を順次推進してまいりました。

・商品在庫評価基準の厳格化

・不採算のブランド及び事業からの

　撤退

・グループ企業の整理と再構築

　一方、収益性向上の強化策は、以下の

事項を今後推進してまいります。

・主力のゴールデンベア事業の強化

　推進

・原価率低減と建値での消化率向上

　を主体とする収益改善

・リキエルオムなど高付加価値ブラ

　ンドを中心とする新規事業の育成

　その結果、上記の各施策を実行して

いくなかで、この計画の最終期となる

平成22年１月期においては、連結・単

体ともに経常利益及び営業キャッ

シュ・フローの完全黒字化を実現す

ることを目指しております。

　なお、各施策の実行に際して、その基

盤となる財務体質の強化については、

自己資本の充実と当面の運転資金確

保を目的として、当社において平成19

年８月17日付で15億円の第三者割当

増資の実施及び最大行使額20億円の

新株予約権を発行いたしました。 

（注）

　一方、グループとしての事業運営面

におきましては、当社グループ全体と

して業務改革をより推進することで

ビジネスモデルの革新と仕入体制の

強化を図ると共に、グループ間のシナ

ジー効果をより現実のものとしてい

くなかで、連結営業利益の改善を当社

主体に推進してまいります。

　以上の結果、当社グループといたし

ましては、中期経営計画に掲げる諸施

策を有機的かつ着実に実行していく

ことにより、当該状況を解消する予定

であります。

　なお、連結財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、上記の重要

な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。

（注）平成19年８月17日発行の新株予

約権につきましては、平成20年

２月25日付で未行使であった残

数を消却しております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１　連結の範囲に関する事項

以下の子会社９社の全てを連結子会

社としております。

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

有限会社ニーズ

株式会社ミナミ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックストーキョー

株式会社エフ・ティ・シィ・ジャ

パン　

１　連結の範囲に関する事項

以下の子会社８社の全てを連結子会

社としております。

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

株式会社ミナミ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックストーキョー

株式会社エフ・ティ・シィ・ジャ

パン　

１　連結の範囲に関する事項

以下の子会社８社全てを連結子会社

としております。

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

株式会社ミナミ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックストーキョー

株式会社エフ・ティ・シィ・ジャ

パン　

※　当中間連結会計期間より、新たに

連結の範囲に含めている子会社

　　(新規設立による)

　・株式会社エフ・ティ・シィ・

　ジャパン

※　当連結会計年度より、新たに連結

の範囲に含めている子会社

　　(新規設立による)

　・株式会社エフ・ティ・シィ・

　ジャパン

※　当中間連結会計期間中に連結の範

囲から除外した子会社

　　(清算結了による)

　・株式会社グレース南部

　　なお、清算結了までの期間の損

　　益を連結損益計算書に含めてお

　　ります。

 

※　当連結会計年度中に連結の範囲か

ら除外した子会社

　　(清算結了による)

　・株式会社グレース南部

　　(株式譲渡による)

　・有限会社ニーズ

　　なお、上記２社については、清

　　算結了もしくは株式譲渡等まで

　　の期間の損益を連結損益計算書

　　に含めております。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社

株式会社コージツ

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社

株式会社コージツ

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社

株式会社コージツ

――――― (2) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると思われ

る事項

株式会社コージツの決算日は５

月末日であり、中間連結財務諸表

の作成にあたっては、決算日(５

月末日)での仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

―――――

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

(1）当社と同一(７月31日)の連結子

会社 

株式会社ファミリーウェイ 

株式会社ジェーエヌジェー 

株式会社新潟コスギニット 

株式会社タガラ 

有限会社ニーズ 

株式会社ツー・アンド・ワン 

株式会社ニックストーキョー 

株式会社エフ・ティ・シィ・

ジャパン 

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

(1）当社と同一(７月31日)の連結子

会社 

株式会社ファミリーウェイ 

株式会社ジェーエヌジェー 

株式会社新潟コスギニット 

株式会社タガラ　

株式会社ツー・アンド・ワン 

株式会社ニックストーキョー 

株式会社エフ・ティ・シィ・

ジャパン 

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

(1）当社と同一(１月31日)の連結子

会社

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックストーキョー

株式会社エフ・ティ・シィ・

ジャパン
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前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

(2）当社と異なる連結子会社

株式会社ミナミ　　(４月30日)

中間連結財務諸表の作成に当

たっては、中間連結決算日に仮決

算しております。

(2）当社と異なる連結子会社

同左

 

(2）当社と異なる連結子会社

株式会社ミナミ　　(10月31日)

連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日に仮決算しており

ます。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

　①　有価証券

その他有価証券 

時価のあるもの

中間連結会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によっ

ております。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

　①　有価証券

その他有価証券 

時価のあるもの

同左

 

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

　①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価

格等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定)によってお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法に

より評価しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　②　デリバティブ

時価法によっております。

───── 　②　デリバティブ

時価法によっております。

　③　たな卸資産

主として最終仕入原価法によ

る原価法によっておりますが、

季越商品については販売可能

価額まで評価減を実施し、これ

による評価減は売上原価に算

入しております。

ただし、一部の子会社について

は、総平均法に基づく原価法、

売価還元法に基づく原価法を

採用しております。

　③　たな卸資産

同左

　③　たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①　有形固定資産

当社の建物及び構築物の一部

                    定額法

平成10年４月１日以降に取得

した建物

                    定額法

上記以外の有形固定資産

                    定率法

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

建物及び構築物 　 ３～50年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①　有形固定資産

同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　①　有形固定資産

当社の建物及び構築物の一部

　　　　　　　　　　定額法

平成10年４月１日以降に取得

した建物

　　　　　　　　　　定額法

上記以外の有形固定資産

　　　　　　　　  　定率法

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

建物及び構築物　　３～50年
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

(会計方針の変更)

　当社及び連結子会社は、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日政

令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の

減価償却方法については、改正後の

法人税法に基づく方法に変更してお

ります。

　これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

(追加情報)

　法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令平成19

年３月30日　政令第83号））に伴い、

当中間連結会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

　これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益に与える影

響は軽微であります。

(会計方針の変更)

　当社及び連結子会社は、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正す

る法律　平成19年３月30日法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日政

令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の

減価償却方法については、改正後の

法人税法に基づく方法に変更してお

ります。

　これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失に与える影

響は軽微であります。

　②　無形固定資産

定額法を採用しております。た

だし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しております。

　②　無形固定資産

同左

　②　無形固定資産

同左

　③　長期前払費用

定額法を採用しております。た

だし、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

　③　長期前払費用

同左

　③　長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

同左

　②　返品調整引当金

中間連結会計期間末日後に予

想される販売した商品の返品

による損失に備えるため、中間

連結会計期間末前３ヵ月間の

売上高及び返品の実績率等を

基にして算出した損失見込額

を計上しております。

　②　返品調整引当金

同左

 

　②　返品調整引当金

連結会計年度末日後に予想さ

れる販売した商品の返品によ

る損失に備えるため、連結会計

年度末前３ヵ月間の売上高及

び返品の実績率等を基にして

算出した損失見込額を計上し

ております。

　③　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

　③　賞与引当金

同左

　③　賞与引当金

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法により発生年度から費

用処理をすることとしており

ます。

数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌期から費

用処理をすることとしており

ます。

　④　退職給付引当金

同左

　④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法により発生年度から費

用処理をすることとしており

ます。

数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌

期から費用処理をすることと

しております。

　⑤　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に

付与したポイントの使用に備

えるため、中間連結会計期間末

において将来使用されると見

込まれる額を計上しておりま

す。

　⑤　ポイント引当金

同左

　⑤　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に

付与したポイントの使用に備

えるため、当連結会計年度末に

おいて将来使用されると見込

まれる額を計上しております。

　⑥　係争損失引当金

係争に対する損失に備えるた

め、損失見込額を計上しており

ます。

　⑥　係争損失引当金

同左

　⑥　係争損失引当金

同左

―――――

 

　⑦　廃止ブランド損失引当金

廃止したブランドの商品にお

ける返品見込額を見積り計上

しております。

　⑦　廃止ブランド損失引当金

同左

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び負

債、収益及び費用は中間決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株

主持分に含めております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結会計

年度末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

　①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採

用しております。

――――― (6) 重要なヘッジ会計の方法

　①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採

用しております。

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　…金利スワップ取引

・ヘッジ対象

　　…借入金の利息

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　…金利スワップ取引

・ヘッジ対象

　　…借入金の利息

　③　ヘッジ方針

提出会社は、金利相場の変動に

伴うリスクをヘッジする目的

でデリバティブ取引を利用す

る方針であり、短期的な売買差

益を獲得する目的(トレーディ

ング目的)や投機目的のため

に、単独でデリバティブ取引を

利用することはしない方針で

す。また、デリバティブ取引に

ついての基本方針は取締役会

で決定され、金利スワップ取引

の実行及び管理は財務部が

行っております。

　③　ヘッジ方針

提出会社は、金利相場の変動に

伴うリスクをヘッジする目的

でデリバティブ取引を利用す

る方針であり、短期的な売買差

益を獲得する目的(トレーディ

ング目的)や投機目的のため

に、単独でデリバティブ取引を

利用することはしない方針で

す。また、デリバティブ取引に

ついての基本方針は取締役会

で決定され、金利スワップ取引

の実行及び管理は財務部が

行っております。

　④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、

原則として、ヘッジ開始時から

有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの変動の累計額

とヘッジ手段のキャッシュ・

フローの変動の累計額とを比

較し、その比率を基礎に判断し

ておりますが、特例処理の要件

に該当すると判定される場合

については有効性の判定を省

略しております。

　 　④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、

原則として、ヘッジ開始時から

有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象のキャッ

シュ・フローの変動の累計額

とヘッジ手段のキャッシュ・

フローの変動の累計額とを比

較し、その比率を基礎に判断し

ておりますが、特例処理の要件

に該当すると判定される場合

については有効性の判定を省

略しております。

(7) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(7) 消費税等の会計処理

同左

(7) 消費税等の会計処理

同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

５　中間連結キャッシュ・フロー計

　　算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等物)

の範囲は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計

　　算書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書

　　における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなってお

ります。
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

返品調整引当金の計算基準の変更

　返品調整引当金は、従来、中間連結会

計期間末前２ヵ月間の売上高に返品

の実績率等を基にして算出する方法

で行ってまいりましたが、当中間連結

会計期間より中間連結会計期間末前

３ヵ月間の売上高に返品の実績率等

を基にして算出する方法に変更いた

しました。 

　この方法は、販路及び商品を問わず

販売の早期展開並びに販売期間が長

期化する傾向にあること等を考慮し、

より返品実態を反映した返品損失額

を計上することで期間損益計算を適

正に行うものであります。 

　なお、この変更により、従来と同一の

方法を採用した場合に比べ売上総利

益が143,913千円少なく計上され、営

業損失、経常損失が同額多く計上さ

れ、期首における影響額342,185千円

を特別損失に計上いたしました結果、

税金等調整前中間純損失が486,098千

円多く計上されております。 

――――― 返品調整引当金の計算基準の変更

　返品調整引当金は、従来、連結会計年

度末前２ヵ月間の売上高に返品の実

績率等を基にして算出する方法で

行ってまいりましたが、当連結会計年

度より連結会計年度末前３ヵ月間の

売上高に返品の実績率を基にして算

出する方法に変更いたしました。 

　この方法は、販路及び商品を問わず

販売の早期展開並びに販売期間が長

期化する傾向にあること等を考慮し、

より返品実態を反映した返品損失額

を計上することで期間損益計算を適

正に行うものであります。 

　なお、この変更により、従来と同一の

方法を採用した場合に比べ売上総利

益が86,828千円少なく計上され、営業

損失、経常損失が同額多く計上され、

期首における影響額342,185千円を特

別損失に計上いたしました結果、税金

等調整前当期純損失が429,013千円多

く計上されております。 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

連結貸借対照表

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間から、資産項目においては「の

れん」、負債項目においては「負ののれん」としてそれぞ

れ表示しております。
 

―――――

 

連結損益計算書

　前中間連結会計期間において営業外収益のうち「連結調

整勘定償却額」として掲記されていたものは、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」として表示しております。
 

―――――

連結キャッシュ・フロー計算書

　前中間連結会計期間において「Ⅰ　営業活動による

キャッシュ・フロー」のうち「連結調整勘定（費用）」

及び「連結調整勘定（収益）」として掲記されていたも

のは、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連

結会計期間から前者を「のれん償却額」、後者を「負のの

れん償却額」として、それぞれ表示しております。

―――――
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年１月31日)

※１　担保に供している資産

定期預金 878,012千円

投資有価証券 591,607千円

関係会社株式 4,367,180千円

　計 5,836,800千円

　　　上記に対応する債務

長期借入金 165,444千円

(うち一年内返
済長期借入金)

(165,444千円)

短期借入金 1,500,000千円

買掛金 58,266千円

※１　担保に供している資産

定期預金 882,157千円

受取手形 71,689千円

たな卸資産 217,895千円

投資有価証券 530,933千円

関係会社株式 404,618千円

　計 2,107,295千円

　　　上記に対応する債務

支払手形及び
買掛金

263,207千円

短期借入金 30,000千円

未払費用 69,971千円

※１　担保に供している資産

定期預金 881,278千円

投資有価証券 505,593千円

関係会社株式 3,735,453千円

計 5,122,325千円

　　　上記に対応する債務

買掛金 697,422千円

支払手形 43,932千円

長期借入金 72,000千円

(うち一年内返済
長期借入金)

(72,000千円)

短期借入金 1,500,000千円

　計 2,313,355千円

２　受取手形割引高は587,527

千円であります。

――――― ２　受取手形割引高は537,226

千円であります。

※３　関係会社(親会社)との債権・債

務

短期借入金 1,500,000千円

※３　関係会社(親会社)との債権・債

務

転換社債型新株
予約権付社債

3,440,000千円

―――――

――――― 　４　偶発債務

株式会社コージツにおける訴訟

の経過について

(1) 訴訟の経過

　当社の持分法適用関連会社であ

る株式会社コージツ（以下、「同

社」という。）は、平成20年1月11

日付けで、東京地方裁判所に対し、

株式会社Sea Capital（代表者：

代表取締役 谷口雅之　住所：東京

都港区新橋４丁目５番１号）を被

告として、債務不存在の訴訟を提

起し、同日、平成20年(ワ)第506号

事件として受付されました。

　これに対して、被告である株式会

社Sea Capitalから、平成20年２月

15日付けで反訴が提起され、第１

回口頭弁論が平成20年３月21日に

東京地方裁判所610号法廷で行わ

れました。

(2) 今後の見通し

　同訴訟は、現在、係争中でありま

すが、同社は、顧問弁護士等の意見

をもとに、違約金支払債務は存在

しないものと確信している旨、表

明しております。

 

　４　偶発債務

株式会社コージツにおける訴訟

の提起について

　当社の持分法適用関連会社であ

る株式会社コージツ（以下、「同

社」という。）は、東京地方裁判

所に対して、平成20年１月11日付

で債務不存在確認請求の訴訟を

提起いたしました。

(1) 訴訟を提起するに至った経緯

　本件は、同社の元執行役員経理部

長（以下、「同社元社員」とい

う。）が取引関係者らに扇起され、

同社の代表印を盗捺し、東京都千

代田区所在の土地を対象とした土

地売買契約書を偽造したことが発

覚したことによります。

　その後同社は、当該元社員以外の

社員は、以下の(3)に記した本件訴

訟の相手方（以下、「相手方」と

いう。）の当時の契約関係者及び

相手方の関係者とは一切面識はな

く、同社として本件契約を了知し

ていた事実もないことから、当該

偽造契約書において売主となって

いる相手方に対して、土地売買契

約書が無効である旨を通知いたし

ました。
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前中間連結会計期間末
(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年１月31日)

(3) 仮差押の解除

　株式会社Sea Capitalの申立てに

より、同社の銀行預金の一部にな

されていた仮差押（154,645千

円）は、平成20年５月13日に東京

法務局に対して、仮差押解放金２

億円を供託し、翌５月14日に東京

地方裁判所に対して仮差押執行取

消の申立を行い、同日、仮差押が取

り消されました。

(4) 当社の見解について

　当社は、現時点においては、同社

の本件に関わる追加的損失の見込

みは存在しないとの見解を持って

おりますが、裁判の結果によって

は、当社が保有する同社株式の評

価に影響を与える可能性がありま

す。

　しかしながら、相手方は同社に対

して一方的に書面にて違約金の支

払を要求し、同社の預金債権の一

部154,645,175円に対して相手方

より仮差押がなされましたので、

同社は債務不存在確認請求の訴訟

を提起するに至ったものでありま

す。

(2) 元社員に対する刑事告訴等に

　　ついて

　同社は、上記の不正行為を行った

同社元社員を既に懲戒解雇処分と

しており、弁護士を通じて同人に

対する刑事告訴状を所轄警察署に

提出しております。

(3) 訴訟の主旨及び請求金額

 ① 訴訟を提起した相手方(被告)

商号：株式会社Sea　Capital

本店所在地：東京都港区新橋

　　　　　　４丁目５番１号

代表者：代表取締役 谷口雅之

 ② 当該訴訟の内容

平成19年７月11日付の土地売

買契約の解除に基づく、金20億

704万円の違約金支払債務を負

担していないことの確認請求

(4) 今後の見通し

　同社は本件発覚後、複数の顧問弁

護士及び外部有識者の協力を得

て、本件契約締結の経緯を調査し

た結果、当該取引関係者らが同社

元社員を扇起して実行した一連の

欺騙取引である可能性が強く、当

然に当該土地売買契約は無効であ

ると確信している旨、また、裁判に

おいては本件契約に関わる一連の

取引契約等も含めて事実を明らか

にし、同社の名義が一連の架空取

引に不正に使用されたことも明ら

かにしていく旨も併せて表明して

おります。
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前中間連結会計期間末
(平成19年７月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年１月31日)

(5) 当社の見解について

　当社は、これまで本件における諸

般の状況について、同社より詳細

に説明を受けております。

　なお、本件に関わる裁判の結果に

よっては、当社が保有する同社株

式の評価に影響を与える可能性が

あります。

　しかしながら、当社といたしまし

ても本件の内容を充分に確認検討

した結果、現時点においては、同社

の本件に関わる追加的損失の見込

みは存在しないとの見解を持つに

至っております。
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

※１　主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

荷造運賃及び
物流諸掛

1,081,532千円

広告宣伝費 362,060千円

給料諸手当 1,420,883千円

賞与金 31,889千円

賞与引当金
繰入額

62,545千円

退職給付費用 81,428千円

派遣社員費 1,605,647千円

賃借料 954,200千円

減価償却費 52,413千円

※１　主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

荷造運賃及び
物流諸掛

1,000,776千円

広告宣伝費 305,162千円

給料諸手当 1,354,188千円

賞与金 2,900千円

賞与引当金
繰入額

22,720千円

退職給付費用 82,360千円

派遣社員費 1,543,438千円

賃借料 895,200千円

減価償却費 53,864千円

※１　主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

荷造運賃及び
物流諸掛

2,115,473千円

広告宣伝費 621,439千円

給料諸手当 2,831,402千円

賞与金 122,473千円

賞与引当金
繰入額

32,720千円

退職給付費用 155,015千円

派遣社員費 3,175,047千円

賃借料 1,907,184千円

減価償却費 124,993千円

―――――

 

――――― ※２　固定資産売却益

㈱グレース南部における土地

及び建物の売却に関わるもの

であります。

――――― ※３　固定資産除却損

器具及び備品 8,751千円

※３　固定資産除却損

器具及び備品 12,013千円

―――――

 

 

※４　投資有価証券評価損

㈱タスコシステムほかの銘柄

に対するものであります。

※４　投資有価証券評価損

㈱タスコシステム及び㈱イオ

ン北海道ほかの銘柄に対する

ものであります。

※５　店舗等移転撤退費用

㈱ミナミ及び㈱ツー・アンド

・ワンに係るものであります。

※５　店舗等移転撤退費用

同左

※５　店舗等移転撤退費用

㈱ミナミに係るものでありま

す。

――――― ――――― ※６　減損損失

当社グループは、減損損失の算

定に当たってはキャッシュ・

フローを生み出す最小単位と

して、当社においては事業部別

の管理会計上の区分により、子

会社については各会社別に資

産のグルーピングを行ってお

ります。

また、遊休資産等については当

該資産単位にて同じくグルー

ピングを行っております。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

このグルーピング後の保有資

産については、業績の悪化した

ことなどに鑑み、当連結会計年

度において以下の資産グルー

プについて、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、その減少額

を減損損失(154,349千円)とし

て、特別損失に計上しておりま

す。

場所 用途 種類

東京都ほか 店舗用什器
建物
器具及び
備品 ほか

本店及び
事業所

事務機器等
リース
資産 等

(注)キャッシュ・フローの黒字が継

続的に見込める事業単位での

使用分は除いております。

なお、計上額の内訳は以下のとおりで

あります。

科目 金額(千円)

建物 72,782

器具及び備品 41,437

ソフトウエア 13,455

長期前払費用 2,040

リース資産 24,634

計 154,349

 
――――― ※７　廃止ブランド商品処分損 ※７　廃止ブランド商品処分損

当社において、当中間連結期間

中に廃止したブランドに関す

る商品処分額であります。

当社において、当連結会計年度

中に廃止したブランドに関す

る商品処分額であります。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

発行済株式

　普通株式 147,500,000 ― ― 147,500,000

　Ａ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

　Ｂ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

合計 147,700,000 ― ― 147,700,000

自己株式

　普通株式 42,076 3,525 ― 45,601

合計 42,076 3,525 ― 45,601

(注) 自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　
(2) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結

会計期間末

残高(千円)

前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間増加

当中間連結

会計期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社 

 

ストックオプションと

しての新株予約権
――――― ―

連結子会社 ――――― ――――― ―

合計 ――――― ―

　
(3) 配当に関する事項

　　該当事項はありません。

　
当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

発行済株式

　普通株式 174,034,771 ― ― 174,034,771

　Ａ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

　Ｂ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

合計 174,234,771 ― ― 174,234,771

自己株式

　普通株式 50,271 5,375 ― 55,646

合計 50,271 5,375 ― 55,646

(注) 自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　
(2) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当中間連結

会計期間末

残高(千円)
前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間増加

当中間連結

会計期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

平成18年８月

新株予約権(注)
普通株式 44,761,860 ― 44,761,860 ― ―

平成20年２月

第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債

普通株式 ― 49,855,072 ― 49,855,072 ―

ストックオプションと

しての新株予約権
――――― ―

連結子会社 ――――― ――――― ―

合計 ――――― ―

(注) 新株予約権の当中間連結会計期間における減少は、買入消却によるものであります。
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(3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

(1) 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

発行済株式

　普通株式　（注） 147,500,000 26,534,771 ― 174,034,771

　Ａ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

　Ｂ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

合計 147,700,000 26,534,771 ― 174,234,771

自己株式

　普通株式 42,076 8,195 ― 50,271

合計 42,076 8,195 ― 50,271

(注)　発行済株式の普通株式の増加は、平成19年８月17日付の第三者割当増資の実施及び新株予約権の行使によるもの

であります。

　
(2) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計

年度末残高

(千円)
前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

平成18年８月

新株予約権(注)
普通株式 ― 47,487,6312,725,77144,761,86018,800

ストックオプションと

しての新株予約権
――――― ―

連結子会社 ――――― ――――― ―

合計 ――――― 18,800

(注) １　新株予約権の当連結会計年度における増加は、平成19年８月17日付の新株予約権の発行によるものでありま

す。

 　  ２　新株予約権の当連結会計年度における減少は、行使による減少であります。

　
(3) 配当に関する事項

該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金勘定の金額と現

金及び現金同等物の中間期末

残高は一致しております。

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額と

の関係

同左

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定の金額と現

金及び現金同等物の期末残高

は一致しております。
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

　当中間連結会計期間から「支払利子

込み法」から支払利息相当額を控除

する方法に変更しております。

　当会計年度から「支払利子込み法」

から支払利息相当額を控除する方法

に変更しております。

(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残

高相当額

(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残

高相当額

(借主側)

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相

当額

種類

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

減損
損失
累計額
相当額
(千円)

中間
期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

28,5176,1637,27215,082

器具及
び備品

720,832413,680230,25276,899

合計 749,349419,843237,52491,981

　

種類

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

減損
損失
累計額
相当額
(千円)

中間
期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

13,7795,3611,6236,794

器具及
び備品

580,972225,081135,569220,320

合計 594,751230,443137,193227,114

　

種類

取得
価額
相当額
(千円)

減価
償却
累計額
相当額
(千円)

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

20,9455,6037,2728,070

器具及
び備品

492,933238,709141,883112,341

合計 513,879244,312149,155120,411

　

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

取得価額
相当額

837,670千円

減価償却
累計額相当額

492,617千円

減損損失
累額計

237,524千円

中間期末
残高相当額

107,528千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

取得価額
相当額

642,771千円

減価償却
累計額相当額

292,735千円

減損損失
累額計

149,155千円

期末残高
相当額

200,879千円

　②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高

　　　　未経過リース料
　　　　中間期末残高相当額

１年以内 125,263千円

１年超 147,248千円

合計 272,512千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

160,081千円

　②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高

　　　　未経過リース料
　　　　中間期末残高相当額

１年以内 98,161千円

１年超 199,424千円

合計 297,586千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

57,235千円

　②　未経過リース料期末残高相当額

びリース資産減損勘定期末残

高

　　　　未経過リース料
　　　　期末残高相当額

１年以内 96,747千円

１年超 141,713千円

合計 238,460千円

リース資産
減損勘定期末
残高

89,962千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

１年以内 132,903千円

１年超 162,457千円

合計 295,360千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

160,081千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

１年以内 106,047千円

１年超 202,888千円

合計 308,935千円

リース資産
減損勘定期末
残高

89,962千円
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 84,642千円

リース資産減損
勘定の取崩額

77,790千円

減価償却費
相当額

11,515千円

支払利息相当額 6,614千円

減損損失 ― 千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 65,970千円

リース資産減損
勘定の取崩額

32,727千円

減価償却費
相当額

28,258千円

支払利息相当額 7,403千円

減損損失 ― 千円

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 153,784千円

リース資産減損
勘定の取崩額

147,910千円

減価償却費
相当額

33,660千円

支払利息相当額 13,025千円

減損損失 24,634千円

　④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定

　方法　

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法

によっております。

　④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定

　方法　

同左

　④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

・減価償却費相当額の算定

　方法　

同左

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を

利息相当額として、各期への

配分方法については、利息法

によっております。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成19年７月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間(平成19年７月31日)

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

株式 552,986 662,181 109,195

合計 552,986 662,181 109,195

　

２　時価評価されていない主な有価証券種類

種類

前中間連結会計期間(平成19年７月31日)

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 24,728

合計 24,728

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投

資有価証券評価損 2,890千円を計上しております。

　

当中間連結会計期間末(平成20年７月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

当中間連結会計期間(平成20年７月31日)

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

株式 502,734 569,611 66,877

合計 502,734 569,611 66,877

(注) １　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損 6,987千円を計上しております。

２　減損処理にあたっては、中間連結会計年期間末における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄に

ついては減損処理を行っております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券種類

種類

当中間連結会計期間(平成20年７月31日)

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 34,373

合計 34,373
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前連結会計年度末(平成20年１月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度(平成20年１月31日)

取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

株式 506,628 547,681 41,053

合計 506,628 547,681 41,053

　

２　時価評価されていない主な有価証券

種類

前連結会計年度(平成20年１月31日)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　非上場株式 24,728

合計 24,728

(注) １　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損 47,719千円を計上しております。

２　減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄について

は減損処理を行っております。

　

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年７月31日)

当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いておりま

す。

　

当中間連結会計期間末(平成20年７月31日)

当中間連結会計期間において、当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度末(平成20年１月31日)

当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いておりま

す。

　

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　　至　平成19年７月31日)

カジュアル
ウェア販売
(千円)

スポーツ用品
販売(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

10,702,9412,097,28912,800,230 ― 12,800,230

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

△898 1,382 484 △484 ―

計 10,702,0422,098,67212,800,714△484 12,800,230

　営業費用 12,778,6082,444,67315,223,281△1,38115,221,899

　営業損失 2,076,565346,0002,422,566 897 2,421,668

(注)　各区分の主な製品は、次のとおりとなっております。

(1) カジュアルウェア販売

　　紳士外着、婦人外着、子供服、肌着・ナイティなど

(2) スポーツ用品販売

　　スキー＆スノーボードほか各種アウトドア用品及び各種スポーツ用品など

　

当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　　至　平成20年７月31日)

カジュアル
ウェア販売
(千円)

スポーツ用品
販売(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

10,750,8192,167,77412,918,593 ― 12,918,593

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,890 765 3,656 △3,656 ―

計 10,753,7092,168,53912,922,249△3,65612,918,593

　営業費用 11,788,5372,415,33814,203,876△3,65614,200,219

　営業損失 1,034,828246,7981,281,626 0 1,281,626

(注)　各区分の主な製品は、次のとおりとなっております。

(1) カジュアルウェア販売

　　紳士外着、婦人外着、子供服、肌着・ナイティなど

(2) スポーツ用品販売

　　スキー＆スノーボードほか各種アウトドア用品及び各種スポーツ用品など

　

前連結会計年度(自　平成19年２月１日　　至　平成20年１月31日)

カジュアル
ウェア販売
(千円)

スポーツ用品
販売(千円)

計(千円)
消去又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

22,541,0505,553,26728,094,317 ― 28,094,317

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

△4,346 2,803 △1,542 1,542 ―

計 22,536,7045,556,07028,092,7741,54228,094,317

　営業費用 26,281,6845,806,90332,088,5871,64732,090,234

　営業損失 3,744,980250,8323,995,812 104 3,995,917

(注)　各区分の主な製品は、次のとおりとなっております。

(1) カジュアルウェア販売

　　紳士外着、婦人外着、子供服、肌着・ナイティなど

(2) スポーツ用品販売

　　登山用品、釣用品、スキー＆スノーボードほか各種アウトドア用品及び各種スポーツ用品など
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

前連結会計年度　　(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

前連結会計年度　　(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１株当たり純資産額

8.64 円

１株当たり純資産額

△6.30 円

１株当たり純資産額

1.66 円

１株当たり中間純損失

16.26 円

１株当たり中間純損失

7.96 円

１株当たり当期純損失

31.10 円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、中間純損失が計上

されているため、記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失が計上されているため、記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については当期純損失が計上

されているため、記載しておりませ

ん。

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純損

失

2,378,952 千円

普通株主に帰属しない金額

18,600 千円

　(うち優先株式に対する優先配当

　金のうち当中間連結会計期間に係

　る要支払額)

18,600 千円

普通株式に係る中間純損失　　　 

2,397,552 千円

普通株式の期中平均株式数　　　 

147,456,279 株

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純損

失

1,363,501 千円

普通株主に帰属しない金額

21,490 千円

　(うち優先株式に対する優先配当

　金のうち当中間連結会計期間に係

　る要支払額)

21,490 千円

普通株式に係る中間純損失

1,384,991 千円

普通株式の期中平均株式数　

173,982,509 株

１株当たり当期純損失の算定上の

基礎

連結損益計算書上の当期純損失

 

4,922,596 千円

普通株式に係る当期純損失　   　

4,963,776 千円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

優先株式に対する優先配当金のう

ち当連結会計年度に係る要支払額

41,180 千円

普通株式の期中平均株式数 　　　

159,594,663 株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　　(  　100,000 株)

Ｂ種優先株式　　(  　100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　   　　 　(  2,955,000 株)

第３回ストックオプション

　 　　       　(  1,960,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　      　(  　329,000 株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　　(  　100,000 株)

Ｂ種優先株式　　(  　100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　   　 　  (  2,714,000 株)

第３回ストックオプション

　 　　       　(  1,600,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　        (    301,000 株)

平成20年２月 第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債

　　　　        ( 49,855,072 株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　　(  　100,000 株)

Ｂ種優先株式　  (  　100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　　　　　  (  2,764,000 株)

第３回ストックオプション

　　　　　　　  (  1,600,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　　　　  (    319,000 株)

平成19年８月 新株予約権

　　　　　　　  ( 44,761,860 株)

これらの詳細については、第４提出会

社の状況１株式等の状況(2)新株予約

権等の状況に記載のとおりでありま

す。
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１　第三者割当による新株式の発行

当社は、平成19年８月１日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による新株式を発行

いたしました。

（1）発行新株式数

  普通株式　　23,809,000 株

（2）発行価額

  １株につき 63 円

（3）発行価額の総額

  1,499,967,000 円

（4）資本組入額

  １株につき 32 円

（5）資本組入額の総額

  761,888,000 円

（6）申込期間

  平成19年８月17日

（7）払込期日

  平成19年８月17日

（8）新株券交付日

  平成19年８月20日

（9）割当先及び株式数

  レゾン投資事業有限責任組合

  23,809,000 株

（10）資金の使途

  当面の運転資金　

――――― １　第三者割当による転換社債型

　新株予約権付社債の発行

当社は、平成20年２月８日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による無担保転換社

債型新株予約権付社債を発行いた

しました。

（1）社債の総額

  3,440,000,000 円

（2）利率

  年 3.0％

（3）転換価額（発行当初）

  69 円

（4）申込期日

  平成20年２月25日

（5）割当日及び払込期日

  平成20年２月25日

（6）割当先

  レゾン投資事業有限責任組合
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　 前中間連結会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

２　第三者割当による新株予約権の

　発行

当社は、平成19年８月１日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による新株予約権を

発行いたしました。

（1）本新株予約権の目的である

　 　株式の種類及び数　

  ①　株式の種類　　当社普通株式

  ②  株式の数   （注１）

（2）新株予約権の総数

     200個

――――― ２　新株予約権の取得及び消却

当社は、平成20年２月８日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第５回新株予約権の未行使と

なっている残数全てを取得したう

えで消却しております。

（1）取得及び消却する新株予約権

　　 の数　　　　　　　　188 個

（2）買入消却額　 18,800,000 円

  (新株予約権１個につき100,000円)

（3）取得及び消却日

  平成20年２月25日

（3）新株予約権の払込金額

     新株予約権１個あたり

     金100,000円

（4）新株予約権の払込金額の総額 

     20,000,000円

（5）行使価額

　　 77.1円（発行当初）（注２）

 (6) 申込期間

　　 平成19年８月17日

（7）割当日及び払込期日

　　 平成19年８月17日

（8）割当先

ウェル・フィールドキャピタ 

ル株式会社

（4）取得先

  ウェル・フィールドキャピタル

　株式会社

 

 

 

（9）資金使途

運転資金、リストラクチュアリ

ング資金、主力事業強化資金に

順次充当していきますが、一部

を借入金の返済にも充てる予定

です。

（注）平成19年８月17日発行の新株予約権について

　１　新株予約権の目的である株式の数(発行当初は25,940,337 株)は、以下のとおりであります。

　（1）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

　　　 処分する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000を乗じ、これを行使価額で除した数とし、１

　　 　株未満の端数は切り捨てる。

　（2）本新株予約権の目的である当社普通株式の数（割当株式数）は、上述のとおり算出した株式数を行使請求に

　　　 係る本新株予約権の数で除した数とする。また、本新株予約権の行使の結果単元未満株式が発生する場合に

　　　 は、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

　（3）本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた数とする。

　２　行使価額の修正については、以下のとおりであります。

　（1）修正価額は、本新株予約権の行使を請求することができる期間中の取引日の株式会社東京証券取引所におけ

　　　 る、当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額とする。

　（2）修正価額が決定日に有効な行使価額を下回る場合、または修正価額が決定日に有効な行使価額の110%相当額

       を上回る場合には、行使価額は決定日の翌日に、修正価額に修正される。

　（3）修正後行使価額の下限価額は、42円とする。

　

(2) 【その他】

重要な訴訟事件等

　中間連結貸借対照表注記「４ 偶発債務」に記載のとおりであります。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

前中間会計期間末

(平成19年７月31日)

当中間会計期間末

(平成20年７月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 ※２ 1,309,235 1,692,373 2,092,575

　２　受取手形 14,842 389,950 2,893

　３　売掛金 1,733,560 2,021,729 2,098,810

　４　たな卸資産 ※２ 1,830,859 743,568 1,041,641

　５　有価証券 ― 403,750 ―

　６　短期貸付金 1,082,155 748,160 648,112

　７　その他 ※５ 385,204 470,114 487,120

　８　貸倒引当金 △727,585 △407 △224,037

　　流動資産合計 5,628,27150.6 6,469,23958.9 6,147,11656.0

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１

　　(1) 建物 10,835 249 277

　　(2) 土地 44,896 17,096 17,096

　　(3) その他 81,925 102,720 102,168

　　　有形固定資産合計 137,656 120,065 119,542

　２　無形固定資産 19,178 19,180 21,049

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 ※２ 678,235 588,824 567,175

　　(2) 関係会社株式 ※２ 4,617,228 2,987,228 4,187,228

　　(3) 投資損失引当金 △1,200,000 ― △1,200,000

　　(4) 長期貸付金 1,004,985 1,764,566 1,370,566

　　(5) 敷金保証金 869,063 719,792 755,131

　　(6) その他 451,292 66,501 459,771

　 （7）貸倒引当金 △1,089,137 △1,760,606 △1,458,301

　　　投資その他の
　　　資産合計

5,331,666 4,366,307 4,681,570

　　固定資産合計 5,488,50249.4 4,505,55341.1 4,822,16244.0

　　資産合計 11,116,774100.0 10,974,793100.0 10,969,279100.0
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前中間会計期間末

(平成19年７月31日)

当中間会計期間末

(平成20年７月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※２ 1,758,961 1,804,392 1,622,092

　２　買掛金 ※２ 1,714,570 1,794,444 2,838,883

　３　短期借入金 ※２ 1,600,000 ― 1,500,000

　４　一年内返済長期借入金 ※２ 165,444 ― 72,000

　５　未払費用 ※２ 413,033 329,240 357,411

　６　未払法人税等 15,495 14,597 12,412

　７　前受金 61,600 60,507 65,634

　８　返品調整引当金 798,797 694,230 759,477

　９　賞与引当金 33,589 15,759 25,458

　10　保証債務引当金 25,000 ― ―

　11　廃止ブランド損失
　　　引当金

― 7,252 73,807

　12　その他 ※５ 111,475 121,248 35,195

　　流動負債合計 6,697,96660.3 4,841,67244.1 7,362,37167.1

Ⅱ　固定負債

　１　転換社債型
　　　新株予約権付社債

― 3,440,000 ―

　２　退職給付引当金 1,039,525 1,032,459 1,036,560

　３　繰延税金負債 41,399 25,466 15,072

　４　その他 76,918 66,509 72,845

　　固定負債合計 1,157,84310.4 4,564,43441.6 1,124,47710.3

　　負債合計 7,855,81070.7 9,406,10685.7 8,486,84977.4

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 5,613,94050.5 6,436,42758.7 6,436,42758.7

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 2,093,097 2,891,776 2,891,776

　　　資本剰余金合計 2,093,09718.8 2,891,77626.3 2,891,77626.4

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 △4,498,152 △7,787,999 △6,878,036

　　　利益剰余金合計 △4,498,152△40.4 △7,787,999△70.9 △6,878,036△62.7

　４　自己株式 △8,266△0.1 △8,638△0.1 △8,507△0.1

　　株主資本合計 3,200,61928.8 1,531,56714.0 2,441,65922.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

60,3430.5 37,1190.3 21,9690.2

　　評価・換算差額等合計 60,3430.5 37,1190.3 21,9690.2

Ⅲ　新株予約権 ― ― ― ― 18,8000.1

　　純資産合計 3,260,96329.3 1,568,68614.3 2,482,42922.6

　　負債純資産合計 11,116,774100.0 10,974,793100.0 10,969,279100.0
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② 【中間損益計算書】

前中間会計期間

(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 8,246,120100.0 8,200,421100.0 17,652,763100.0

Ⅱ　売上原価 5,604,19968.0 4,900,69659.8 12,007,72668.0

　　売上総利益 2,641,92132.0 3,299,72540.2 5,645,03632.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,372,14253.0 4,071,08949.6 8,680,75349.2

　　営業損失 1,730,221△21.0 771,364△9.4 3,035,716△17.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 762,3119.2 214,7822.6 947,7325.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 248,4033.0 200,6672.4 515,1432.9

　　経常損失 1,216,313△14.8 757,248△9.2 2,603,126△14.7

Ⅵ　特別利益 ※３ 2,0000.0 19,4480.2 27,8090.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 1,974,77923.9 167,1952.0 2,988,69416.9

　　税引前中間(当期)純損失 3,189,092△38.7 904,996△11.0 5,564,011△31.5

　　法人税、住民税及び　　 
　　事業税

4,9660.0 4,9660.1 9,9320.1

　　中間(当期)純損失 3,194,058△38.7 909,962△11.1 5,573,943△31.6
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式

資本準備金 資本剰余金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年１月31日残高　(千円) 5,613,9402,093,0972,093,097△1,304,093△1,304,093△8,004

中間会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― ― △3,194,058△3,194,058 ―

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △261

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― △3,194,058△3,194,058 △261

平成19年７月31日残高(千円) 5,613,9402,093,0972,093,097△4,498,152△4,498,152△8,266

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年１月31日残高　(千円) 6,394,93984,973 84,9736,479,913

中間会計期間中の変動額

　中間純損失 △3,194,058 ― ― △3,194,058

　自己株式の取得 △261 ― ― △261

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

― △24,629 △24,629 △24,629

中間会計期間中の変動額合計(千円) △3,194,320△24,629 △24,629△3,218,949

平成19年７月31日残高　(千円) 3,200,61960,343 60,3433,260,963
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当中間会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式

資本準備金 資本剰余金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成20年１月31日残高　(千円) 6,436,4272,891,7762,891,776△6,878,036△6,878,036△8,507

中間会計期間中の変動額

　中間純損失 ― ― ― △909,962△909,962 ―

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △130

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― ― △909,962△909,962 △130

平成20年７月31日残高(千円) 6,436,4272,891,7762,891,776△7,787,999△7,787,999△8,638

　

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年１月31日残高　(千円) 2,441,65921,969 21,969 18,8002,482,429

中間会計期間中の変動額

　中間純損失 △909,962 ― ― ― △909,962

　自己株式の取得 △130 ― ― ― △130

　株主資本以外の項目の中間会計
　期間中の変動額(純額)

― 15,150 15,150 △18,800 △3,649

中間会計期間中の変動額合計(千円) △910,092 15,150 15,150 △18,800△913,742

平成20年７月31日残高　(千円) 1,531,56737,119 37,119 ― 1,568,686
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前事業年度(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式

資本準備金 資本剰余金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年１月31日残高　(千円) 5,613,9402,093,0972,093,097△1,304,093△1,304,093△8,004

事業年度中の変動額　

　新株の発行 822,487 798,678 798,678 ― ― ―

　当期純損失 ― ― ― △5,573,943△5,573,943 ―

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― 　△503

　株主資本以外の項目の事業年度
　中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計　(千円) 822,487 798,678 798,678△5,573,943△5,573,943 △503

平成20年１月31日残高　　(千円) 6,436,4272,891,7762,891,776△6,878,036△6,878,036△8,507

　

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年１月31日残高　(千円) 6,394,93984,973 84,973 ― 6,479,913

事業年度中の変動額

　新株の発行 1,621,166 ― ― ― 1,621,166

　当期純損失 △5,573,943 ― ― ― △5,573,943

　自己株式の取得 △503 ― ― ― △503

　株主資本以外の項目の事業年度
　中の変動額(純額)

― △63,004 △63,004 18,800 △44,204

事業年度中の変動額合計　(千円) △3,953,279△63,004 △63,004 18,800△3,997,483

平成20年１月31日残高　　(千円) 2,441,65921,969 21,969 18,8002,482,429
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継続企業の前提に関する注記

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　当社は、前事業年度(平成19年１月

期)におきましては、暖冬による商況

の冷え込み等の影響も受け営業損失

及び経常損失となり、また特別損失と

して減損損失等を計上した結果、当期

純損失となりました。

　当中間会計期間につきましては、販

売の早期展開等を考慮し、より返品の

実態を反映した返品損失額を計上す

ることを目的として、返品調整引当金

の計上基準を変更したほか、商品評価

基準の見直しにより営業損失及び経

常損失が増加し、更に返品調整引当金

変更に伴う期首における影響額(342

百万円)、財務の健全化の観点から関

係会社株式に対し投資損失引当金

(1,200百万円)などを特別損失に計上

いたしましたことから、多額の中間純

損失となりました。

　これにより、当社には継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　当社は、この状況を解消する前提と

なる経営再建策としての「中期経営

計画」(当事業年度を初年度とする向

う３ヵ年)を平成19年８月１日に発表

いたしました。　

　本計画は、当社自体の収益力強化を

基本として

①事業部門の選択と経営資源の集中

②財務体質のさらなる改善と強化

③顧客満足に至る商品開発力の強化

④生産・仕入管理、在庫管理、販売

　管理の更なる体制の整備・強化

が、その戦略骨子であります。

　また、その実行施策としては、

①リストラクチュアリングによる抜

　本的な企業体質改善・主力事業の

　強化

②主力であるゴールデンベア事業の

　強化

③収益改善のための取り組み

④新規事業の育成

を掲げております。

　当社は、前事業年度におきましては、

返品調整引当金の計上基準を変更し

たほか、個人消費の冷え込み等の影響

もあり、営業損失及び経常損失とな

り、更に返品調整引当金の基準変更に

伴う期首における影響額を特別損失

に計上したことにより、多額の当期純

損失となりました。

　当中間会計期間につきましては、売

上高は廃止した不採算ブランドの減

収影響を、主力であるゴールデンベア

事業の強化によりカバーし、前年同期

比では、ほぼ前年同期並みの売上水準

を維持いたしましたが、衣料品マー

ケットの縮小という厳しい環境の中、

前事業年度に引き続き、営業損失及び

中間純損失となりました。

　これにより、当社には継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　当社が平成20年１月期を１年目とす

る新規３ヵ年中期経営計画を発表し

た平成19年８月１日からは、景気動向

や個人の消費マインドなど当社を取

り巻く環境も大きく変化し、当社にお

きましてもその変化に対応するため

に、中期経営計画で計画していなかっ

た不採算ブランド及び不採算店舗か

らの撤退を行うなど、事業ポートフォ

リオを変化させてまいりました。その

結果、中期経営計画で発表した「経営

指標の到達イメージ」を策定した前

提条件とは現在の当社の事業構造も

大きく変化しております。

　また、当社事業の選択と集中を加速

した結果、損失が発生いたしました

が、前年同期比では、事業ポートフォ

リオの改善及び販売効率の改革(返品

減少、在庫削減)の効果が着実にあら

われており、損益が大幅に改善してお

ります。

　当社は、前事業年度におきましては、

暖冬による商況の冷え込み等の影響

も受け営業損失及び経常損失となり、

また特別損失として減損損失等を計

上した結果、当期純損失となりまし

た。

　当事業年度につきましては、販売の

早期展開等を考慮し、より返品の実態

を反映した返品損失額を計上するこ

とを目的として、返品調整引当金の計

上基準を変更したほか個人消費の冷

え込み等の影響もあり営業損失及び

経常損失が増加し、更に返品調整引当

金の基準変更に伴う期首における影

響額(342百万円)、財務の健全化の観

点から関係会社株式に対して投資損

失引当金(1,200百万円)などを特別損

失に計上したことにより、多額の当期

準損失となりました。

　これにより、当社には継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　当社は、この状況を解消する前提と

なる経営再建策として、当事業年度を

初年度とし向う３ヵ年にわたる「中

期経営計画」を策定し、平成19年８月

１日に発表いたしました。

　当計画は、グループ経営を進めるな

か、当社自体の収益力強化を基本とし

ており、その戦略骨子は以下になりま

す。

・事業部門の選択と経営資源の集中

・財務体質の更なる改善と強化

・顧客満足に至る商品開発力の強化

・生産、仕入、在庫、販売の各管理

　体制の更なる整備と強化

　また、その実行施策は、以下を掲げて

おります。

・リストラクチュアリングによる抜

　本的な企業体質の改善と主力事業

　の強化

・主力のゴールデンベア事業の強化

・収益改善のための取組み

・新規事業の育成
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　 前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　特に本計画の初年度である当事業年

度においては、利益体質への転換の足

がかりとしております。

具体的には、

・商品在庫評価基準の厳格化 

（既に当中間会計期間末に評価減

　の増加分を計上）

・不採算のブランド及び事業から

　の撤退

・グループ企業の整理及び再構築

  を順次実行してまいります。

一方、収益性向上の強化策は、

・主力のゴールデンベア事業の強化

推進

・原価率低減と建値での消化率向上

を主体とする収益改善

・リキエルオムなど高付加価値ブラ

ンドを中心とする新規事業の育成

を今後推進してまいります。

　当計画の最終期となる平成22年１月

期においては、連結・単体ともに経常

利益及び営業キャッシュ・フローの

完全黒字化の実現を目指すこととし

ております。

　なお、上記の各施策の遂行に当たり、

自己資本の充実と当面の運転資本の

確保のために、平成19年８月17日付で

第三者割当増資(15億円)と新株予約

権(最大行使額20億円)を発行いたし

ました。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、上記のよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表

には反映しておりません。

　３ヵ年中期経営計画最終年度となる

平成22年１月期につきましては、売上

高は、単体では主力であるゴールデン

ベア事業の新規出店効果及び平成20

年秋冬シーズンより展開する新ブラ

ンド(Jantzen Luxe Naturals)の売上

寄与により増収となる見込みであり

ます。ゴールデンベア事業の新規出店

につきましては、中期経営計画におい

て『３ヵ年計画終了の平成22年１月

期までにメンズ・レディス各30店舗

程度の新規展開を目指す。』としてい

ましたが、現在までにメンズ62店舗、

レディス61店舗を新規出店するなど

計画対比新規出店が大きく進んでお

ります。

　一方、利益面につきましては、平成21

年１月期までに実行する不採算ブラ

ンド廃止に伴う損益改善約500百万

円、及び中期経営計画に基づいて推進

してまいりました販売効率改革の効

果（返品減少、在庫削減）に伴う利益

率の改善、経費削減効果により、３ヵ

年計画終了の平成22年１月期には黒

字化を達成する見込みであります。

　これらの結果、当社といたしまして

は、中期経営計画で発表した平成21年

１月期の「経営指標の到達イメー

ジ」は下回る見通しとなっておりま

すが、経常損益ベースでの収支黒字化

が視野に入る今下半期を足がかりと

して、中期経営計画の目標である『最

終年度である平成22年１月期での一

定規模の経常利益の計上及び営業

キャッシュ・フローの完全なる黒字

化』の実現に向け、引き続き当社の再

生に取り組み、当該状況を解消する予

定であります。 

　なお、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、上記の重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反

映しておりません。

　特に計画初年度となる当事業年度

は、利益体質への転換の足掛りの時と

位置づけ、以下の具体的な事項を順次

推進してまいりました。

・商品在庫評価基準の厳格化

・不採算のブランド及び事業からの

　撤退

・グループ企業の整理と再構築

　一方、収益性向上の強化策は、以下の

事項を今後推進してまいります。

・主力のゴールデンベア事業の強化

　推進

・原価率低減と建値での消化率向上

　を主体とする収益改善

・リキエルオムなど高付加価値ブラ

　ンドを中心とする新規事業の育成

　その結果、上記の各施策を実行して

いく中で当計画の最終期となる平成

22年１月期においては、連結・単体と

もに経常利益及び営業キャッシュ・

フローの完全黒字化を実現すること

を目指しております。 

　なお、各施策実行の基礎となる財務

体質の強化においては、自己資本の充

実と当面の運転資金確保を目的とし

て、当社にて平成19年８月17日付で15

億円の第三者割当増資の実施及び最

大行使額20億円の新株予約権を発行

いたしました。 （注）

　以上の結果、当社といたしましては

上記の諸施策を有機的に実施するこ

とにより、当該状況を解消する予定で

あります。 

　なお、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記の重要な疑

義の影響を財務諸表には反映してお

りません。

（注）平成19年８月17日発行の新株予

約権につきましては、平成20年

２月25日付で、未行使であった

残数を消却しております。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連会社株

　　　式

移動平均法に基づく原価法に

より評価しております。

(1) 有価証券

　①　子会社株式及び関連会社株

　　　式

同左

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

　②　その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均

法により算定)によっており

ます。

　②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

　②　その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

により評価しております。

時価のないもの

同左

 

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

時価法によっております。

――――― (2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) たな卸資産

最終仕入原価法による原価法に

よっておりますが、一部輸入商品

については移動平均法による原

価法により評価しております。ま

た、季越商品については販売可能

価額まで評価減を実施し、これに

よる評価損は売上原価に算入し

ております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

商品は、最終仕入原価法に基づく

原価法により評価しております

が、一部輸入商品については移動

平均法に基づく原価法により評

価しております。また、季越商品

については販売可能価額まで評

価減を実施し、売上原価に算入し

ております。(当期評価損計上額

は、1,321,240千円であります。)

２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

平成10年４月１日以降に取得し

た建物

                      定額法

上記以外の有形固定資産　　　　　　

                      定率法

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物及び構築物      ３～50年

(1) 有形固定資産

同左

 

(1) 有形固定資産

平成10年４月１日以降に取得し

た建物

                      定額法

上記以外の有形固定資産　　　　　　

                      定率法

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物及び構築物      ３～50年
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前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

(会計方針の変更)

　当社は、法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律　平成19

年３月30日法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産の減価償却方法

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

　これによる営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益に与える影響は軽

微であります。

(追加情報)

　法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令平成19

年３月30日　政令第83号））に伴い、

当中間会計期間から、平成19年３月

31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。

　これによる営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益に与える影響は軽

微であります。

(会計方針の変更)

　当社は、法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律　平成19

年３月30日法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産の減価償却方法

については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

　これによる営業損失、経常損失及び

当期純損失に与える影響は軽微であ

ります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。ただ

し、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

ただし、償却年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 返品調整引当金

中間会計期間末日後に予想され

る販売した商品の返品による損

失に備えるため、中間会計期間末

前３ヵ月間の売上高及び返品の

実績率等を基にして算出した損

失見込額を計上しております。

(2) 返品調整引当金

同左

 

(2) 返品調整引当金

期末日後に予想される販売した

商品の返品による損失に備える

ため、期末前３ヵ月間の売上高及

び返品の実績率等を基にして算

出した損失見込額を計上してお

ります。

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(3) 賞与引当金

同左

(3) 賞与引当金

同左
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前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法

により発生年度から費用処理を

することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理をす

ることとしております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認

められる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法

により発生年度から費用処理を

することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理をす

ることとしております。

(5）保証債務引当金

保証債務による損失に備えるた

め、保証先の資産内容等を勘案し

て必要額を計上しております。

――――― ―――――

(6）投資損失引当金

子会社株式の一部について、財務

の健全性を勘案して必要額を計

上しております。

―――――

 

(6）投資損失引当金

子会社株式の一部について、財務

の健全性を勘案して必要額を計

上しております。

――――― (7）廃止ブランド損失引当金

廃止したブランドの商品におけ

る返品見込額を見積り計上して

おります。

(7）廃止ブランド損失引当金

同左

４　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

４　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

４　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

５　リース取引の処理方法 ５　リース取引の処理方法 ５　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左
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前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

６　ヘッジ会計の方法 ――――― ６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、金利スワップ取引につい

ては、特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用して

おります。

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、金利スワップ取引につい

ては、特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用して

おります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　…金利スワップ取引

・ヘッジ対象

　　…借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　　…金利スワップ取引

・ヘッジ対象

　　…借入金の利息

(3) ヘッジ方針

当社は、金利相場の変動に伴うリ

スクをヘッジする目的でデリバ

ティブ取引を利用する方針であ

り、短期的な売買差益を獲得する

目的(トレーディング目的)や投

機目的のために、単独でデリバ

ティブ取引を利用することはし

ない方針です。また、デリバティ

ブ取引についての基本方針は取

締役会で決定され、金利スワップ

取引の実行及び管理は財務部が

行っております。

(3) ヘッジ方針

当社は、金利相場の変動に伴うリ

スクをヘッジする目的でデリバ

ティブ取引を利用する方針であ

り、短期的な売買差益を獲得する

目的(トレーディング目的)や投

機目的のために、単独でデリバ

ティブ取引を利用することはし

ない方針です。また、デリバティ

ブ取引についての基本方針は取

締役会で決定され、金利スワップ

取引の実行及び管理は財務部が

行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、原

則として、ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計額とヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変動

の累計額と比較し、その比率を基

礎に判断しておりますが、特例処

理の要件に該当すると判断され

る場合については有効性の判定

を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、原

則として、ヘッジ開始時から有効

性判定時点までの期間において、

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローの変動の累計額とヘッジ手

段のキャッシュ・フローの変動

の累計額と比較し、その比率を基

礎に判断しておりますが、特例処

理の要件に該当すると判断され

る場合については有効性の判定

を省略しております。

７　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

７　その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

７　その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

返品調整引当金の計算基準の変更 ――――― 返品調整引当金の計算基準の変更

　返品調整引当金は、従来、中間会計期

間末より前２ヵ月間の売上高に返品

の実績率等を基にして算出する方法

で行ってまいりましたが、当中間期よ

り中間会計期間末前３ヵ月間の売上

高に返品の実績率等を基にして算出

する方法に変更いたしました。 

　この方法は、販路及び商品を問わず

販売の早期展開並びに販売期間が長

期化する傾向にあること等を考慮し、

より返品実態を反映した返品損失額

を計上することで期間損益計算を適

正に行うものであります。 

　なお、この変更により、従来と同一の

方法を採用した場合に比べ売上総利

益が143,913千円少なく計上され、営

業損失、経常損失が同額多く計上さ

れ、期首における影響額342,185千円

を特別損失に計上いたしました結果、

税引前中間純損失が486,098千円多く

計上されております。 

　返品調整引当金は、従来、事業年度末

前２ヵ月間の売上高に返品の実績率

等を基にして算出する方法で行って

まいりましたが、当事業年度より事業

年度末前３ヵ月間の売上高に返品の

実績率を基にして算出する方法に変

更いたしました。 

　この方法は、販路及び商品を問わず

販売の早期展開並びに販売期間が長

期化する傾向にあること等を考慮し、

より返品実態を反映した返品損失額

を計上することで期間損益計算を適

正に行うものであります。 

　なお、この変更により、従来と同一の

方法を採用した場合に比べ売上総利

益が86,828千円少なく計上され、営業

損失、経常損失が同額多く計上され、

期首における影響額342,185千円を特

別損失に計上いたしました結果、税引

前当期純損失が429,013千円多く計上

されております。 

　

表示方法の変更

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

貸借対照表

(1) 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「短期貸付金」(前中間会計期

間742,572千円)については、当中間会計期間より区分掲

記しております。

(2) 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」(前中

間会計期間637,120千円)については、当中間会計期間よ

り区分掲記しております。

(3) 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「敷金保証金」(前中

間会計期間267,449千円)については、当中間会計期間よ

り区分掲記しております。

―――――
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末
(平成19年７月31日)

当中間会計期間末
(平成20年７月31日)

前事業年度末
(平成20年１月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

692,744千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

580,110千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

634,903千円

※２　担保に供している資産

定期預金 878,012千円

投資有価証券 591,607千円

関係会社株式 4,575,319千円

　計 6,044,938千円

※２　担保に供している資産

定期預金 882,157千円

たな卸資産 217,895千円

投資有価証券 530,933千円

関係会社株式 543,820千円

　計 2,174,807千円

※２　担保に供している資産

定期預金 881,278千円

投資有価証券 505,593千円

関係会社株式 4,155,319千円

　計 5,542,190千円

　上記に対応する債務 　上記に対応する債務 　上記に対応する債務

長期借入金 165,444千円

(うち一年内返済長期借入金

165,444千円)

短期借入金 1,500,000千円
買掛金 58,266千円

支払手形及び
買掛金

263,207千円

未払費用 69,971千円

長期借入金 72,000千円

(うち一年内返済長期借入金
72,000千円）

親会社短期借入金 1,500,000千円
買掛金 656,988千円
　計 2,228,988千円

 ３　偶発債務

下記の関係会社に対して債務保証

を行っております。

㈱タガラ 58,071千円

　　(対　買掛金・リース契約残高)

㈱ツー・アンド・ワン 20,000千円

　　　　　　　 (対　短期借入金)
㈱エフ・ティ・シィ・
ジャパン

468千円

　　　　　　　　　 (対　買掛金)
 

 ３　偶発債務

下記の関係会社に対して債務保証

を行っております。

㈱ツー・アンド・ワン 138,149千円

　　　　　(対　支払手形・買掛金)
㈱エフ・ティ・シィ・
ジャパン

314千円

　　　　　　　　　 (対　買掛金)

　　計 138,463千円

 ３　偶発債務

下記の関係会社に対して債務保証

を行っております。

㈱ツー・アンド・ワン 77,335千円

　　　　　(対　支払手形・買掛金)
㈱エフ・ティ・シィ・
ジャパン

233千円

　　　　　　　　　 (対　買掛金)

　　計 77,568千円
 

　４　受取手形割引高　 ――――― 　４　受取手形割引高

587,527千円 537,226千円

※５　消費税等の取扱い

仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

※５　消費税等の取扱い

仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

―――――
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 34,603千円

受取配当金 29,841千円

受取地代家賃 115,773千円

匿名組合分配金 542,991千円

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 29,132千円

受取配当金 28,281千円

受取地代家賃 113,448千円

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 64,834千円

受取配当金 33,076千円

受取地代家賃 231,546千円

※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 46,415千円

貸与資産費用 109,372千円

※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 17,188千円

社債利息 44,390千円

貸与資産費用 108,049千円

※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 161,699千円

株式交付費 13,948千円

貸与資産費用 218,533千円

――――― ――――― ※３　特別利益のうち重要なもの

保証債務
引当金戻入額

25,000千円

※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの ※４　特別損失のうち重要なもの

投資損失引当金
繰入額

1,200,000千円

貸倒引当金繰入額 428,025千円

返品調整引当金
繰入額

342,185千円

投資有価証券
評価損

2,890千円

固定資産除却損 1,679千円

貸倒引当金繰入額 123,775千円

廃止ブランド
商品処分損

26,960千円

投資有価証券
評価損

6,987千円

固定資産除却損 6,450千円

投資損失引当金
繰入額

1,200,000千円

貸倒引当金繰入額 709,562千円

関係会社株式
評価損

430,000千円

返品調整引当金
繰入額

342,185千円

廃止ブランド
商品処分損

162,130千円

廃止ブランド
損失引当金繰入額

73,807千円

投資有価証券
評価損

47,719千円

固定資産売却損 18,261千円

投資有価証券
売却損

2,665千円

固定資産除却損 2,362千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 11,750千円

無形固定資産 661千円

合計 12,411千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 16,842千円

無形固定資産 2,424千円

合計 19,267千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 28,604千円

無形固定資産 2,920千円

合計 31,524千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式(注) 42,076 3,525 ― 45,601

　　　合計 42,076 3,525 ― 45,601

(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

当中間会計期間(自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式(注) 50,271 5,375 ― 55,646

　　　合計 50,271 5,375 ― 55,646

(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

前事業年度(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式(注) 42,076 8,195
―
 

50,271

　　　合計 42,076 8,195
―
 

50,271

　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

　当中間会計期間から「支払利子込み

法」から支払利息相当額を控除する

方法に変更しております。

　当会計年度から「支払利子込み法」

から支払利息相当額を控除する方法

に変更しております。

（借主側） （借主側） （借主側）

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相

当額

その他

(車両運搬具、器具及び備品)

その他

(車両運搬具、器具及び備品)

その他

(車両運搬具、器具及び備品)

取得価額相当額 329,169千円

減価償却累計額 
相当額

199,303千円

減損損失累計額 
相当額

63,386千円

中間期末残高 
相当額

66,478千円

取得価額相当額 299,201千円

減価償却累計額 
相当額

79,140千円

減損損失累計額 
相当額

27,881千円

中間期末残高 
相当額

192,180千円

取得価額相当額 222,528千円

減価償却累計額 
相当額

81,219千円

減損損失累計額 
相当額

39,843千円

期末残高 
相当額

101,465千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

　その他
　(車両運搬具、器具及び備品)

取得価額
相当額

376,893千円

減価償却累
計額相当額

234,183千円

減損損失累
計額

63,386千円

中間期末
残高相当額

79,323千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

　その他
　(車両運搬具、器具及び備品)

取得価額
相当額

310,020千円

減価償却累
計額相当額

94,415千円

減損損失累
計額

39,843千円

期末残高
相当額

175,762千円

　②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高

　②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定

中間期末残高

　②　未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末

残高

未経過リース料

中間期末残高相当額

１年以内 41,220千円

１年超 82,715千円

合計 123,936千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

38,376千円

未経過リース料

中間期末残高相当額

１年以内 63,968千円

１年超 158,423千円

合計 222,391千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

16,043千円

未経過リース料

期末残高相当額

１年以内 41,510千円

１年超 104,597千円

合計 146,108千円

リース資産
減損勘定期末
残高

24,257千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

１年以内 46,226千円

１年超 93,674千円

合計 139,900千円

リース資産
減損勘定中間
期末残高

38,376千円

なお、「支払利子込み法」によ

り算定した金額は、以下のとお

りであります。

１年以内 48,526千円

１年超 169,585千円

合計 218,112千円

リース資産
減損勘定期末
残高

24,257千円
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　 前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定残高の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定残高の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失

　③　支払リース料、リース資産減損勘

定残高の取崩額、減価償却費相

当額、支払利息相当額及び減損

損失

支払リース料 40,624千円

リース資産減損勘定の
取崩額

40,588千円

減価償却費相当額 8,719千円

支払利息相当額 3,124千円

減損損失 ―千円

支払リース料 35,274千円

リース資産減損勘定の
取崩額

8,213千円

減価償却費相当額 25,213千円

支払利息相当額 5,587千円

減損損失 ―千円

支払リース料 75,219千円

リース資産減損勘定の
取崩額

54,707千円

減価償却費相当額 25,060千円

支払利息相当額 7,172千円

減損損失 ─千円

　④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法に

よっております。　　　

　④　減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法

同左

　④　減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

　　・減価償却費相当額の算定方法　　

同左

　　・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額として、各期への配分方

法については、利息法によって

おります。　

　　・利息相当額の算定方法

同左

　　・利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年７月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

関連会社株式 2,180,188 2,044,590 △135,598

合計 2,180,188 2,044,590 △135,598

　

当中間会計期間末(平成20年７月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

関連会社株式 2,180,188 1,122,520 △1,057,668

合計 2,180,188 1,122,520 △1,057,668

　

前事業年度末(平成20年１月31日)

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

関連会社株式 2,180,188 1,122,520 △1,057,668

合計 2,180,188 1,122,520 △1,057,668
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(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

8.09 円 △3.13 円 2.14 円

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純損失

21.79 円 5.35 円 35.18 円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、中間純損失が計上

されているため、記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失が計上されているため、記載して

おりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、当期純損失が計上

されているため、記載しておりませ

ん。

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり中間純損失の算定上の基

礎

１株当たり当期純損失の算定上の基

礎

　中間損益計算書上の中間純損失

3,194,058 千円

　普通株主に帰属しない金額

18,600 千円

　(うち優先株式に対する優先配当金

のうち当中間会計期間に係る要支

払額)　

18,600 千円

　普通株式に係る中間純損失

3,212,658 千円

　普通株式の期中平均株式数

147,456,279 株

　中間損益計算書上の中間純損失

909,962 千円

　普通株主に帰属しない金額

21,490 千円

　(うち優先株式に対する優先配当金

のうち当中間会計期間に係る要支

払額)

21,490 千円

　普通株式に係る中間純損失

931,452 千円

　普通株式の期中平均株式数

173,982,509 株

　損益計算書上の当期純損失

5,573,943 千円

　普通株式に係る当期純損失

5,615,123 千円

　普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

　優先株式に対する優先配当金のうち

当事業年度に係る要支払額

41,180 千円

　普通株式の期中平均株式数

159,594,663 株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　　(　 100,000 株)

Ｂ種優先株式　　(　 100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　　　　　　( 2,955,000 株)

第３回ストックオプション

　　　　　　　　( 1,960,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　　　　　( 　329,000 株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　　(　 100,000 株)

Ｂ種優先株式　　( 　100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　　　　　　( 2,714,000 株)

第３回ストックオプション

　　　　　　　　( 1,600,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　　　　　(   301,000 株)

平成20年２月 第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債

　　　　        ( 49,855,072 株)

これらの詳細については、第４提出会

社の状況１株式等の状況(2)新株予約

権等の状況に記載のとおりでありま

す。

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

Ａ種優先株式　 (  　100,000 株)

Ｂ種優先株式　 ( 　 100,000 株)

第２回ストックオプション

　　　　　　   (  2,764,000 株)

第３回ストックオプション

　　　　　　　 (  1,600,000 株)

第４回ストックオプション

　　　　　　　 ( 　 319,000 株)

平成19年８月新株予約権

　　　　　　　 ( 44,761,860 株)　　　
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

１　第三者割当による新株式の発行

当社は、平成19年８月１日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による新株式を発行

いたしました。

（1）発行新株式数

  普通株式　　23,809,000 株

（2）発行価額

  １株につき 63 円

（3）発行価額の総額

  1,499,967,000 円

（4）資本組入額

  １株につき 32 円

（5）資本組入額の総額

  761,888,000 円

（6）申込期間

  平成19年８月17日

（7）払込期日

  平成19年８月17日

（8）新株券交付日

  平成19年８月20日

（9）割当先及び株式数

  レゾン投資事業有限責任組合

  23,809,000 株

（10）資金の使途

  当面の運転資金　

――――― １　第三者割当による転換社債新株予

約権付社債の発行

当社は、平成20年２月８日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による無担保転換社

債型新株予約権付社債を発行いた

しました。

（1）社債の総額　　

  3,440,000,000 円

（2）利率

　　　年 3.0 ％

（3）転換価額(発行当初）　　　

　69 円

（4）申込期日

  平成20年２月25日

（5）割当日及び払込期日

  平成20年２月25日

（6）割当先

  レゾン投資事業有限責任組合

（7）資金の使途は、

　・運転資金　 　

　・不採算事業・ブランド撤退等の

　　リストラクチャリング用資金

　・主力事業の育成・強化のための 　

　  投下資金

　・借入金の返済資金　 　

　として充当する予定であります。
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　 前中間会計期間
(自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日)

前事業年度
(自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日)

２　第三者割当による新株予約権の発

行

当社は、平成19年８月１日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第三者割当による新株予約権を

発行いたしました。

（1）本新株予約権の目的である

　 　株式の種類及び数　

  ①　株式の種類　　当社普通株式

  ②  株式の数   （注１）

（2）新株予約権の総数

     200個

―――――

 

２　新株予約権の取得及び消却

当社は、平成20年２月８日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り第５回新株予約権の未行使と

なっている残数全てを取得したう

えで消却しております。

（1）取得及び消却する新株予約権

　　 の数　　　　　　　　188 個

（2）買入消却額　 18,800,000 円

 （新株予約権１個につき100,000円)

（3）取得及び消却日

  平成20年２月25日

（4）取得先

ウェル・フィールドキャピタ

ル株式会社

（3）新株予約権の払込金額

     新株予約権１個あたり

     金100,000円

 (4) 新株予約権の払込金額の総額 

     20,000,000円

（5）行使価額

　　 77.1円（発行当初）（注２）

 (6) 申込期間

　　 平成19年８月17日

（7）割当日及び払込期日

　　 平成19年８月17日

（8）割当先

ウェル・フィールドキャピタル

株式会社

（9）資金使途

運転資金、リストラクチュアリ

ング資金、主力事業強化資金に

順次充当していきますが、一部

を借入金の返済にも充てる予定

です。

（注）平成19年８月17日発行の新株予約権について

　１　新株予約権の目的である株式の数(発行当初は25,940,337 株)は、以下のとおりであります。

　（1）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

　　　 処分する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000を乗じ、これを行使価額で除した数とし、１

　　 　株未満の端数は切り捨てる。

　（2）本新株予約権の目的である当社普通株式の数（割当株式数）は、上述のとおり算出した株式数を行使請求に

　　　 係る本新株予約権の数で除した数とする。また、本新株予約権の行使の結果単元未満株式が発生する場合に

　　　 は、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

　（3）本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた数とする。

　２　行使価額の修正については、以下のとおりであります。

　（1）修正価額は、本新株予約権の行使を請求することができる期間中の取引日の株式会社東京証券取引所におけ

　　　 る、当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額とする。

　（2）修正価額が決定日に有効な行使価額を下回る場合、または修正価額が決定日に有効な行使価額の110%相当額

       を上回る場合には、行使価額は決定日の翌日に、修正価額に修正される。

　（3）修正後行使価額の下限価額は、42円とする。

　
　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

　(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度　第65期(自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日)

　平成20年４月25日　関東財務局長に提出。

　

　(2) 有価証券届出書及びその添付書類

　無担保転換社債型新株予約権付社債発行による有価証券届出書及びその添付書類

　平成20年２月28日　関東財務局長に提出。

　

　(3) 臨時報告書

　平成20年３月27日　関東財務局長に提出。

　　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財

　　政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

　

　平成20年９月26日　関東財務局長に提出。

　　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財

　　政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

　

EDINET提出書類

小杉産業株式会社(E02667)

半期報告書

84/89



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年10月22日

小杉産業株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　毛　　利　　　　　優　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　関　　本　　　　　享　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている小杉産業株式会社の平成19年２月１日から平成20年１月31日までの連結会計年度の中間連結
会計期間(平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借
対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい
て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法
人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう
ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行なわれている。当監査法人は、中間監査の
結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表
の作成基準に準拠して、小杉産業株式会社及び連結子会社の平成19年７月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する中間連結会計期間(平成19年２月１日から平成19年７月3１日まで)の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
　
追記情報 
１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは当中間連結会計期間において営業損失及
び中間純損失を計上しており、また、営業キャッシュ・フローの状況も平成13年１月期以降マイナスの状
況が続いており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する対処法等は当該
注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑
義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月１日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当によ
る新株式及び新株予約権を発行している。 

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

　

以　上

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年10月24日

小杉産業株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　毛　　利　　　　　優　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　関　　本　　　　　享　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている小杉産業株式会社の平成20年２月１日から平成21年１月31日までの連結会計年度の中間連結
会計期間(平成20年２月１日から平成20年７月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借
対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい
て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法
人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう
ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行なわれている。当監査法人は、中間監査の
結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表
の作成基準に準拠して、小杉産業株式会社及び連結子会社の平成20年７月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する中間連結会計期間(平成20年２月１日から平成20年７月3１日まで)の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
　
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは当中間連結会計期間において営業損失及び
中間純損失を計上しており、また、営業キャッシュ・フローの状況も平成13年１月期以降マイナスの状況が続
いており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する対処法等は当該注記に記載
されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間
連結財務諸表には反映していない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

　

以　上

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年10月22日

小杉産業株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　毛　　利　　　　　優　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　関　　本　　　　　享　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている小杉産業株式会社の平成19年２月１日から平成20年１月31日までの第65期事業年度の中間会
計期間(平成19年２月１日から平成19年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営
者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 
　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とし
た監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中
間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、小杉産業株式会社の平成19年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(平成19年２月１日から平成19年７月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
　
追記情報 
１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前事業年度において営業損失を計上しており、当
中間会計期間においても営業損失及び中間純損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑
義が存在している。当該状況に対する対処法等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業
を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月１日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当に
よる新株式及び新株予約権を発行している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年10月24日

小杉産業株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　毛　　利　　　　　優　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　関　　本　　　　　享　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている小杉産業株式会社の平成20年２月１日から平成21年１月31日までの第66期事業年度の中間会
計期間(平成20年２月１日から平成20年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営
者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 
　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とし
た監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中
間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、小杉産業株式会社の平成20年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(平成20年２月１日から平成20年７月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
　
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は過去連続して営業損失を計上しており、当中間会計期
間においても営業損失及び中間純損失を計上しているため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して
いる。当該状況に対する対処法等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成さ
れており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　

EDINET提出書類

小杉産業株式会社(E02667)

半期報告書

89/89


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２仕入及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書



	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

